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第１章 計画の概要 

１ 背景と目的 

本市は、戦後、都市基盤の整備や産業経済の発展により、現在では日本海側

有数の商工業都市として発展してきました。 

また、平成8年には旧富山市が中核市に移行し、平成17年4月には、富山市、

大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村の7市町村が合併し、新し

い「富山市」が誕生しました。 

1970年代における人口の急増に伴い、学校、公営住宅、市民利用施設など

の「公共建築物」や道路、橋りょう、上下水道などの「社会インフラ」（これ

らを総称して「公共施設等」という。）を整備してきましたが、これらの多く

が整備後30年以上経過しており、今後は維持管理・修繕・更新に係る多額の経

費が必要になることが見込まれています。  

また、今後の少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少などにより、大幅な税

収等の増加が見込めない中で更新費用の確保が困難な状況が予想されており、

老朽化した施設の更新や維持管理の継続が課題となっています。  

さらに、人口減少などによる社会情勢の変化は、従来の公共サービスのあり

方にも影響を及ぼし、これまでと同様の考え方では多様化する市民ニーズに対

応したサービスの提供ができなくなることが考えられます。  

このような公共施設等を取り巻く社会情勢の変化に的確に対応するためには、

施設の現状や課題を調査・分析し、市民ニーズを明らかにするとともに、その

結果を踏まえた見直しを図り、公共施設等の安全性の確保及び効率的な活用が

必要です。 

こうしたことから、将来市民に憂いのないよう、公共施設等の管理を長期的

な視点で計画的に行い、限られた財源のなかで将来にわたって適切な維持管理

ができるよう、「富山市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」と

いう。）を策定します。 
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個別施設計画 
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２ 計画の位置づけ 

この総合管理計画は、本市の最上位計画である「富山市総合計画」を公共施

設等の適正化の観点から下支えする計画であり、「富山市行政改革実施計画」

と連携・調整を図りつつ、健全な行財政運営をけん引する計画です。 

また、今後、学校や公営住宅等の公共建築物及び社会インフラに関する個別

の施設計画の策定にあたっては、本計画で示す考え方や方針を反映することと

し、これらの個別施設計画に基づき、各施設の見直しを進めることとします。 

特に、公共建築物を対象とする個別施設計画である「富山市公共施設マネジ

メントアクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）では、マネ

ジメントを行うことにより、効果的に経費の縮減等の成果が期待できる施設を

選別し、個別施設ごとに廃止や統合、複合化などといった方針や目標を設定し、

具体的な見直しを実行していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

富 山 市 総 合 計 画 

連携 

・ 

調整 

富山市公共施設等 

総合管理計画 

富山市行政改革 

実施計画 

道 
 

路 

【富山市公共施設マネジメントアクションプラン】 

公共建築物のうち、マネジメントを行うこ

とにより、効果的に経費の縮減等の成果が期

待できる施設を選別して、具体の取組み方針

を定めるもの。 
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３ 公共施設等マネジメントの取組みの全体像 

公共施設等マネジメント戦略① 

 

 

 

 

 

 

 

 

       総合管理計画           アクションプラン 

                        （戦略編・実行編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.現状把握 

2.課題認識 

・ 

方針検討 

3.再編計画 

・ 

保全計画 等 

4.実行 

守備範囲は、「1.現状把握」及び

「2.課題認識・方針検討」と、「3.

再編計画」の入り口まで 

○全庁的な管理の方針 

○施設類型ごとの方針 など 

戦略編 

守備範囲は、「3.再編計画」 

○公共建築物再編にあたっての基

本的な考え方 

・基本理念や基本方針 

・再編手法の考え方 

・再編手法ごとの具体的な進め方 

○類型別・地域別の再編手法 

○ＰＰＰ(※1)の活用手法 

実行編 

守備範囲は、「4.実行」の進捗管

理まで 

○個別施設ごとの方針や目標 

○ＬＣＣ(※2)削減効果見込み 

○モデル事業 
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公共施設等マネジメント戦略② 

総合管理計画をマネジメントの指針とし、市が保有又は使用する全施設資産

及びそれらの利用環境を経営戦略視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活

用し、資産全体の最適化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合管理計画の 

基本的な考え方 

市全体を取り巻く財政状況や市民のニーズ全体を

踏まえ、市としての目標や方向性を設定する。 

アクションプラン

の基本的な考え方 

個別施設ごとの状況(老朽化度、利用状況等)を鑑み、

それらの再編の効果等を積み上げて計画を策定する。 
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４ 計画期間 

 総合管理計画については中長期的な視点が不可欠であることから、計画の策

定作業を開始した平成 27 年度を基準年として、経済成長期に整備された公共

施設等の更新や大規模改修が集中する平成 29 年度から平成 68 年度の 40 年

間を計画期間とします。本計画については定期的に見直しを行うこととし、社

会経済情勢等の変化が生じた場合には適宜改訂を行います。なお、アクション

プランについては、5 年を一つの期間とする第８次計画とすることで、整合性

をもって、着実に見直しを実行します。 

第１次

アクション
プラン
（H30～H33）

第２次

アクション
プラン
（H34～H38）

第３次

アクション
プラン
（H39～H43）

第４次

アクション
プラン
（H44～H48）

第５次

アクション
プラン
（H49～H53）

第６次

アクション
プラン
（H54～H58）

第７次

アクション
プラン
（H59～H63）

第８次

アクション
プラン
（H64～H68）

戦略編

実行編 実行編 実行編 実行編 実行編 実行編 実行編 実行編

総合管理計画
（H29～H68）

Ｈ29～Ｈ68の40年間を総合管理計画の期間とする

 

５ 計画の対象範囲 

 本計画は、平成27年3月末時点で市が保有する全ての学校、庁舎などの公共

建築物及び、道路、橋りょうなどの社会インフラを対象とします。 

また、公営企業分野に係る施設についても対象とします。

庁舎・学校など延床面積で数
量を把握する施設

道路、橋りょう、上下水道施
設、公園、農業集落排水施設

土地

公
有
財
産

公共建築物

社会インフラ

公
共
施
設
等

 対象範囲

その他
（出資による権利等）
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第２章 公共施設等の現状及び将来見通し 

１ 公共施設等の現状 

（1） 本市における公共施設等マネジメントの狙いと必要性 

① 市町村合併や地形的特徴 

平成１７年４月の１市４町２村の市町村合併による施設機能の重複の解消

が求められますが、面積は富山県全体の約 3 割（1,241.77ｋ㎡）を占め、

海抜 0ｍの富山湾から 2,986ｍの水晶岳までの多様な地形を有する特性を踏

まえた考え方が必要です。 

 

●旧市町村ごとに整備された庁舎やホール、図書館、体育館といった市域全体

を対象とする公共建築物を受け継いでいるため、地域間で類似施設が重複し、

それが、施設利用率の低下や財政を圧迫する一つの要因になっています。全市

域を対象とし、機能が重複する施設については、整理統合を含めた施設のあり

方や役割を再構築する必要があります。 

●本市は、総面積が 1,241.77ｋ㎡と人口規模が同等の中核市と比べて面積

が広く、特に大山、八尾、細入、山田の各地域は山間部に位置し、平野部と山

間部の移動に時間を要します。こうしたことから、公共施設等の適正配置の際

には、利用者の利便性や地形等を考慮して再編を図る必要があります。 
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②  富山市のまちづくりの基本方針 ～コンパクトなまちづくり～ 

本市では、鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住、

商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、公共交通を軸と

した拠点集中型のコンパクトなまちづくりを進めており、これと歩調を合わせ

た考え方が必要です。 

 

●本市が目指す都市構造は、地域の拠点を「団子」に、一定水準以上のサービ

スレベルの公共交通を団子の「串」に見立て、「串」で結ばれた「団子」に都

市の諸機能を集中させるものです。 

こうしたことから、公共建築物の再編にあたっては、団子の地域への誘導を

念頭に置き、地域に必要とする施設のあり方を地域住民と一緒に考えながら、

再構築する必要があります。 

 ●施設の配置については、都心地区にあるべき機能と地域生活拠点に必要と

する機能をしっかりと分析するとともに、住民の利便性にも十分配慮し、検

討する必要があります。また、配置の見直しに際しては、市民の意見を聞き、

その意見を尊重して検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都心部だけでない全市

的に行うコンパクトな

まちづくり 

 

【串】 

一定以上のサービス水

準の公共交通 

 

【お団子】 

串で結ばれた徒歩圏 
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③  人口減少・少子高齢化 
本市では、今後も人口減少が見込まれ、少子高齢化もさらに進むと想定され

ています。将来の税収や上下水道の料金収入等の減少、人口構成の変容や時代

の変化に伴う公共サービスに対するニーズ等を的確に見極め対応していく必

要があります。 

今後、ますます、少子化が進行する中にあっては、学校や子育て支援施設の

あり方について、今のうちから検討を行い、対応策を考えておくことが必要で

あり、時代にあった新たな公共サービスを提供する施設の設置についても、想

定しておく必要があると考えます。 

 

 ●本市の平成 22 年（2010）の総人口は、421,953 人ですが、平成 72 年

（2060）には約 33 万人になると推計され、平成 22 年時の 78.2%となり

ます。また、働き手である生産年齢人口（15～64 歳）は、平成 22 年（2010）

の 262,488 人から、平成 72 年（2060）には約 17 万 7 千人になると推

計され、平成 22 年時の 67.6%となります。 

  こうした人口動態を想定した、公共施設等のあり方について、できるだけ

早いうちから対策を行っていく必要があります。 

●富山市人口ビジョン(※3)では、今後、人口減少の加速度的な進行を抑制す

るために人口減少対策を積極的に展開し、社会増の維持と出生率の向上を図り、

人口規模の確保を目指すこととしており、都市の魅力を高め、他地域から選ば

れるまちとなることによる転入増加と結婚、妊娠、子育てに対する様々な支援

対策を念頭においた魅力ある時代のニーズにあった公共施設等が必要である

と考えます。 

【表１：将来人口推計】 

 

出典：富山市人口ビジョン 
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○地域別将来人口推計 

 

  

平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

平成32年
(2020)

平成37年
(2025)

平成42年
(2030)

平成47年
(2035)

平成52年
(2040)

平成57年
(2045)

平成62年
(2050)

平成67年
(2055)

平成72年
(2060)

総数 421,953 417,182 410,233 402,714 393,800 383,553 371,575 360,343 350,908 341,201 330,382
富山地域 324,372 321,651 317,311 312,431 306,323 299,036 290,494 282,831 276,620 270,103 262,632
大沢野地域 22,244 21,769 21,147 20,444 19,679 18,839 17,917 17,000 16,142 15,295 14,445
大山地域 11,034 10,419 9,749 9,093 8,460 7,841 7,191 6,567 6,001 5,466 4,950
八尾地域 21,018 20,054 18,935 17,821 16,692 15,542 14,313 13,078 11,976 10,964 9,979
婦中地域 39,973 40,337 40,503 40,668 40,678 40,602 40,237 39,691 39,191 38,554 37,698
山田地域 1,789 1,611 1,431 1,267 1,125 988 845 705 589 494 410
細入地域 1,523 1,340 1,157 990 843 706 578 471 389 324 267

実績値 推計値



10 

④  行財政運営の状況 

本市では、近年、新市の一体感の醸成と地域の均衡ある発展を目指し、合併

特例債(※4)などの有利な財源を有効に活用する中で、歳入・歳出の拡大を図

り、施設整備等を積極的に進めてきました。しかし、今後は地方交付税などの

財源が縮小する一方で、社会保障費(※5)が増大するなど、より一層財源確保

が厳しくなることが予想されます。こうしたことから、公共施設等への投資は、

将来にわたる都市経営の視点をもって、集中と選択により効率的に行う必要が

あると考えます。 

 

●本市において、平成 26 年度の普通会計（※8）歳入全体に占める財源の主

なものは、市税が 42.6％、地方交付税(※6)が 12.9％、市債(※7)が 12.7％

となっています。歳入額は、合併直後の平成 17 年度を除き概ね 1,600～

1,700 億円程度で推移しています。市税及び地方交付税は年度による増減は

あるものの、一定水準で推移しています。今後、現役世代の減少に伴う個人市

民税等の税収減少が予想され､財源の確保が課題であると考えます。 

【表２：普通会計歳入決算額の推移】 

 

 出典：総務省「地方財政状況調査」 

 

●歳出額は、合併直後の平成 17 年度を除き概ね 1,600～1,700 億円程度で

推移しています。歳出のうち、平成 26 年度における内訳で主なものは、

18.0％が扶助費(※9)、17.1％が投資的経費(※10)、15.2％が公債費(※11)、

14.6％は人件費となっており、人件費は減少傾向にあります。投資的経費は、

富山駅周辺整備等の北陸新幹線整備関連費により増減がありますが、今後、高

齢化の進展による医療や介護のほか、総合計画等に位置づける事業の確実な進

捗を図るための経費、地域経済の活性化等、多くの財政需要が見込まれていま

す。  
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【表３：普通会計性質別歳出決算額の推移】 

 

出典：総務省「地方財政状況調査」 

 

 ●人口推計や扶助費の推移などから今後の財政見通しを推計した結果、人口

減少や地方交付税の減額などにより、歳入は減少していくことが見込まれま

すが、高齢化の進展等により、扶助費は増加するため、投資的経費にあてる

ことのできる財源はさらに減少していくことが見込まれます。 

 

【表 4：普通会計財政見込み】 

（単位：百万円） 

  平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 

歳 

入 
一般財源 101,254  100,370  99,826  99,396  98,107 

 うち市   税 72,521  71,389  71,312  71,036  68,202 

 うち地方交付税 16,694  16,942  16,598  14,068  15,613 

国・県支出金 32,828  32,962  31,311  31,711  31,610 

市債 20,413  20,674  18,379  18,805  18,266 

 うち臨時財政対策債 6,141  6,141  6,141  6,141  6,141 

その他歳入 9,650  9,359  9,889  9,916  10,440 

歳入合計 164,145  163,365  159,405  159,828  158,423 

歳 

出 

義務的経費 78,595  77,725  77,872  77,245  77,115 

 うち人件費 24,737  24,390  24,480  23,722  23,358 

 うち扶助費 30,637  31,137  31,637  32,137  32,387 

 うち公債費 23,221  22,198  21,755  21,386  21,370 

投資的経費 27,449  27,251  23,025  23,476  20,787 

その他経費 58,101  58,389  58,508  59,107  60,521 

歳出合計 164,145  163,365  159,405  159,828  158,423 
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⑤ 地球温暖化対策等 

本市は、温室ガスの大幅な削減など低炭素社会の実現に向け、高い目標を掲

げて先駆的な取組にチャレンジする「環境モデル都市」であることや、将来的

にエネルギー効率の改善が期待できる点などが評価され、国連 SE for ALL(※

12)から日本で唯一「エネルギー効率改善都市」に選定されていることなどか

ら、公共施設等の配置や管理にあたっては、環境負荷の低減などに配慮した効

率的な運営を目指す必要があると考えます。 

 

 ●行政・市民・事業者が一体となってＣＯ2 排出量の削減に取り組み、本市

における全体のＣＯ2 排出量を基準年（2005（平成 17）年）比で、2030

（平成 42）年に 30％、2050（平成 62）年に 50％削減することを目指し

ており、省エネルギー型施設・設備の導入を積極的に進める必要があります。 

 ●公共建築物における太陽光や風力等の再生可能エネルギーの導入は、維持

管理コストの縮減を図り、温室効果ガスの削減をもたらすことだけでなく、

市民や企業に対する再生可能エネルギーの普及・啓発の模範となることから、

ＬＣＣの観点から検討の上、その導入を促進する必要があります。 

 

≪取組方針と CO2 削減目標≫ 

 

出典：富山市環境モデル都市行動計画 

≪エネルギー利用の効率化に向けた目標≫ 

 

出典：富山市エネルギー効率改善計画 

 

中期削減目標 ⾧期削減目標
2030年

（平成42年）
2050年

（平成62年）

運　　輸 1　公共交通の活性化の推進

2　中心市街地や公共交通沿線への機能集積の推進

3　コンパクトなまちづくりと一体となったエコライフの推進

業務・その他

産　　業

50％減

部　　門 取　組　方　針

家　　庭

4　コンパクトなまちづくりと一体となったエコ企業活動の推進

30％減
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（２） 公共建築物の現状 

①  過去の整備状況 

本市は、市民１人当たりの公共建築物の延床面積が中核市平均を上回ってお

り、利用者が少ない施設や減少傾向の施設、所期の目的を達成した施設、機能

が重複している施設などを見直して、公共建築物の総量を抑制していく必要が

あります。 

 

 ●本市の公共建築物は総面積で約 167.8 万㎡あり、市民１人当たりでは約

4.0 ㎡となっています。（平成 27 年 3 月末時点） 

 ●整備のピークとしては、1980 年前後の学校施設、1990 年代前半の本庁

舎、消防本部、2000 年国体に向けたスポーツ施設などが挙げられます。 

 ●建設から 30 年を経過した施設が全体の約 4 割を超えており、今後、施設

の老朽化による投資の問題が顕在化すると考えられます。 

 

 

平成 26（2014）年度までに整備された公共建築物の総面積 1,678,108（㎡） 

旧耐震基準の施設面積 延床面積 444,414（㎡） 

（1981 年以前の建築） 割合 26.5（％） 

建設から 30 年を経過した施設 延床面積 670,351（㎡） 

（1985 年以前の建築） 割合 39.9（％） 

市人口（平成 27 年 3 月末時点） 418,979（人） 

人口 1 人当たりの公共建築物の延床面積 4.0（㎡） 
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②  施設分類別の状況 

平成 27 年 3 月末時点で市が保有する公共建築物 1,077 施設をその用途別

に大・中・小の区分で分類するとともに、そのうち、公衆トイレや倉庫等の小

規模な施設等を除いた５４３施設について、施設類型別の基本方針の対象とし、

マネジメントを推進します。

大分類 中分類 類型別方針 小分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

公民館 83 54,712 83 54,712
その他集会施設 21 11,027 21 11,027
ホール 6 43,233 6 43,233
その他文化施設 3 11,719 3 11,719

図書館 図書館 図書館 25 16,394 25 16,394
博物館等 博物館等 博物館等 31 23,454 31 23,454
社会教育センター その他社会教育施設 社会教育センター 2 3,624 2 3,624

体育館 17 66,827 17 66,827
プール 13 16,394 13 16,394
武道館 6 4,583 6 4,583
野球場 4 19,500 2 19,269
陸上競技場 1 752 1 752
運動広場 12 444 0 0
その他スポーツ施設 10 2,757 6 2,711
観光施設 26 24,923 24 24,907
宿泊・入浴施設 8 27,496 8 27,496

産業系施設 産業系施設 産業系施設 産業振興施設 22 66,293 20 66,174
小学校 65 415,268 65 415,268
中学校 26 210,396 26 210,396
その他学校 2 5,705 2 5,705
給食センター 2 5,344 2 5,344
その他教育施設 3 8,260 3 8,260
保育所 42 29,459 42 29,459
幼稚園 10 7,467 10 7,467
認定こども園 1 1,813 1 1,813

幼児・児童施設 幼児・児童施設 児童館 21 7,998 12 6,226
老人福祉センター 8 6,785 8 6,785
高齢者福祉施設 2 6,246 2 6,246

障害福祉施設 障害福祉施設 障害福祉施設 3 7,001 3 7,001
児童福祉施設 児童福祉施設 児童福祉施設 2 4,137 2 4,137
保健施設 保健施設 7 20,089 7 20,089

医療施設 医療施設 医療施設 2 2,333 2 2,333
本庁舎 1 43,471 1 43,471
支所 7 24,101 7 24,101
事務所 4 2,844 4 2,844
消防署 8 14,822 8 14,822
消防分署 9 4,616 9 4,616

― その他消防 102 8,679 0 0
その他行政系施設 環境関連施設 17 14,156 10 13,967

― 車庫・倉庫等 99 12,845 0 0
公営住宅 公営住宅 公営住宅 市営住宅 38 310,764 38 310,764

― 公園関連施設 97 5,266 0 0
― 供給処理施設 49 12,541 0 0
― その他 160 91,568 11 38,594

1,077 1,678,108 543 1,582,983

施設分類 全施設対象 アクションプラン対象

市民文化系施設

集会施設 集会施設

文化施設 文化施設

子育て支援施設
幼保・こども園 幼保・こども園

社会教育系施設

スポーツ・レクリ
エーション系施設

スポーツ施設 スポーツ施設

レクリエーショ ン・観光施設 レクリエーショ ン・観光施設

学校教育施設

学校 学校

その他教育施設 その他教育施設

合計

保健・福祉施設

高齢者福祉施設 高齢者福祉施設

保健施設・医療施設

行政系施設

庁舎等 庁舎等

消防施設
消防施設

その他行政系施設

その他 その他

 

※上記には、民間等が保有する建物を市が借上げて利用している施設は含みません。 
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●公共建築物の施設分類別の面積割合は、教育系施設（主に小中学校）が最も

高く 41.0%、次いで公営住宅が 18.5%と続き、この 2 分類だけで全体の約

2/3 を占めています。 

 ●建築年代ごとの面積は 1960 年代以前から 2010 年代の現在に至るまで、

ほぼ各年代、教育系施設が半数の割合を占めています。 

≪分類別面積割合≫      ≪建築年別・分類別面積割合≫ 

 

 
※教育系施設（社会教育系、学校教育の合算）、福祉系施設（子育て支援、保健・福祉、医療の合算） 

 

 ●本市の市民１人当たりの面積は 4.0 ㎡（平成 27 年 3 月末時点）となって

おり、中核市の中でも上位（中核市平均 3.2 ㎡）となっています。40 年後

には、人口減少の影響により、4.9 ㎡に上昇することが見込まれます。 

 ●市民１人当たりの地方債(※13)残高も多くなっています。 

（富山市 585 千円 中核市平均 372 千円） 

 
出典：総務省「公共施設状況調査調」（平成 27 年 3 月 31 日時点）、総務省「地方財政状況調査」（平成 27 年 3 月 31 日時点）、

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」（平成 27 年 1 月 1 日時点）、富山市人口ビジョン 
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施設分類別の主な施設について、全国、中核市、類似市（旭川市、いわき市、 

郡山市）と比較しました。 

 本市の市民１人当たりの延床面積は、施設分類ごとの比較においても、高い

数値となっています。 

 

●「公民館」や「公会堂・市民会館」の貸館の施設は、全国や中核市の平均と

比較しても非常に高い数値となっています。 

ア 公民館              イ 公会堂・市民会館  

   

 

 ●「図書館」は、全国の平均とほぼ同水準となっていますが、中核市の平均

と比較した場合は高い数値となっています。 

 ●「博物館」は、全国や中核市の平均よりも低い数値となっています。 

 

ウ 図書館              エ 博物館 
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●「体育館」は、全国や中核市の平均と比較しても非常に高い数値となってい

ます。 

●「公営住宅」は、全国や中核市の平均とほぼ同水準となっています。 

 

オ 体育館             カ 公営住宅 

  

 

●「小学校」は、全国や中核市の平均と比較して、高い数値となっています。 

●「中学校」は、全国や中核市の平均とほぼ同水準となっていますが、類似市

の平均よりも低い数値となっています。 

 

キ 小学校             ク 中学校 
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●「保育所」、「児童館」は、全国の平均と比較して、高い数値となっています。

特に、中核市や類似市の平均と比較して、非常に高い数値となっています。 

  

ケ 保育所              コ 児童館 

   

 

 

●「支所・出張所」は、全国や中核市の平均とほぼ同水準となっています。 

●「保健センター」は、全国や中核市の平均と比較して、非常に高い数値とな

っています。 

 

サ 支所・出張所          シ 保健センター 

   
 

※他市比較の観点から、総務省の公共施設状況調の統計数値を使用している 

ため、本市の施設分類及び延床面積とは一致しておりません。 
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  ③ 地域別の施設の状況 

●地域別の施設の整備状況として、山田地域の住民１人当たりの面積は

27.36 ㎡と一番多くなっており、細入地域の 20.04 ㎡、大山地域の 7.3 ㎡

がそれに続いており、山間部の地域が多い傾向となっています。 

 

 

●地域別の施設分類別の面積割合は、富山地域、大沢野地域、大山地域、八尾

地域、細入地域において、教育系施設が第１位で約 1/3 を占めており、婦中

地域では、半数以上を占めています。 

●山田地域は、他地域と異なりスポーツ・レクリエーション系施設の面積割合

が第１位となっています。 
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（３） 社会インフラの現状 

① 道路 

道路延長及び管理費の増加が進行 

 ⇒国道、県道の延長は増加していない一方、市道延長は年々増加しており、

総延長は県道の約 5 倍 

 ⇒市道延長の増加に伴い、除雪費も増加傾向 

 

 ●市道総延長は約 3,000 ㎞で市内の国道の約 23 倍、県道の約 5 倍の延長と

なっています。 

（単位：ｍ ・％）

実 延 長 舗装延長 舗 装 率 実 延 長 舗装延長 舗 装 率

平成23年度 3,800,434 3,414,905 89.9 136,688 120,923 88.5 

24 3,816,223 3,425,548 89.8 136,687 121,232 88.7 

25 3,817,939 3,430,283 89.8 136,684 121,229 88.7 

26 3,830,938 3,446,177 90.0 136,698 121,329 88.8 

27 3,832,878 3,452,030 90.0 135,480 122,203 90.2 

実 延 長 舗装延長 舗 装 率 実 延 長 舗装延長 舗 装 率

平成23年度 609,711 548,357 89.9 3,054,035 2,745,625 89.9 

24 609,827 549,732 90.1 3,069,709 2,754,584 89.7 

25 609,640 551,008 90.4 3,071,615 2,758,046 89.8 

26 611,245 553,078 90.5 3,082,995 2,771,770 89.9 

27 611,090 553,134 90.5 3,086,308 2,776,693 90.0 

（各年度末日現在）

年度
総         数 国        道

年度
県        道 市        道

 

 ●新規の市道認定は近年、減少傾向にありますが、市道延長はいまだに増加し

ています。 

（各年度末日現在）

年度 前年度路線数 新規 廃止 小計 合計 延長（㎞）

平成23年度 10,264 61 8 53 10,324 3,054

24 10,324 61 16 45 10,369 3,070

25 10,369 49 15 34 10,403 3,072

26 10,403 72 11 61 10,464 3,083

27 10,464 34 2 32 10,496 3,086

 

 ●舗装率は、90％となっており、富山、大沢野、大山地域が平均を上回って 

います。
（平成27年度末日現在）

単位 富山 大沢野 大山 八尾 婦中 山田 細入 計

実延長 ｍ 1,946,586 190,403 105,812 351,458 354,867 103,873 33,309 3,086,308

舗装済延長 ｍ 1,829,862 179,051 97,696 263,949 311,342 64,839 29,954 2,776,693

舗装率 ％ 94.0 94.0 92.3 75.1 87.7 62.4 89.9 90.0
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② 橋りょう 

高度成長期から安定成長期に集中的に整備された橋りょうが今後一斉に 

老朽化 

⇒大小様々な約 2,200 の橋りょうを管理 

  ※15ｍ以上の橋りょう：224 橋、2ｍ以上15ｍ未満の橋りょう：約2,000 橋 

⇒1970 年代までに約 5 割の橋りょうを整備 

※15ｍ以上の橋りょうのうち、架設年が明らかな216 橋を対象 

 

●富山市内の国道、県道、市道上の橋りょう数及び橋長 

年度 

国道 県道 市道 

橋数

（橋） 

橋長

（ｍ） 

橋数

（橋） 

橋長

（ｍ） 

橋数

（橋） 

橋長 

（ｍ） 

面積 

（㎡） 

平成 23 年度 160 8,564 691 14,691 2,202 19,575 144,925 

24 163 9,286 695 14,697 2,203 19,590 145,288 

25 162 8,745 684 14,690 2,201 19,593 145,273 

26 162 8,745 684 14,690 2,213 19,671 145,989 

27 158 9,259 684 14,708 2,218 19,654 146,186 

 

●15ｍ以上の橋りょうの整備状況  

※15ｍ以上の橋りょうのうち、架設年が明らかな216 橋 

 

●50 年以上経過する橋りょう数  

※15ｍ以上の橋りょうのうち、架設年が明らかな 216 橋 
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路線数 延長（m） 橋数 延長（m）

富山地域 11 13,989 1 15

大沢野地域 0 0 0 0

大山地域 1 518 0 0

八尾地域 0 0 0 0

婦中地域 5 7,343 0 0

山田地域 3 1,377 0 0

細入地域 38 10,111 1 38

合計 58 33,338 2 53

（平成27年度末日現在）

地域 橋りょう
市所有

市管理農道

路線

路線数 延長(m) 橋数 橋長(m) 本数 延長(ｍ)

大沢野地域 20 64,927 0 0 0 0

大山地域 32 79,472 7 168.2 4 787.7

八尾地域 25 82,864 9 239.9 2 712.1

婦中地域 3 1,328 0 0 0 0

山田地域 6 9,820 0 0 1 1,145.00

細入地域 7 25,809 0 0 0 0

合計 93 264,220 16 408.1 7 2,644.80

橋りょう トンネル

市管理林道

(平成27年度末日現在)

地域 林道

③ 農道・林道 

⇒農道は 58 路線（約 33km）と橋りょう 2 橋を管理 

⇒林道は 93 路線（約 260km）と橋りょう 16 橋、トンネル７本を管理 

 

●市所有の農道 58 路線（総延長約 33ｋｍ）と、15ｍ以上の橋りょう 2 橋

の管理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●富山市内の林道のうち、市が管理する林道延長は約 264km、15ｍ以上の

橋りょうは 16 橋、トンネルは 7 本であり、その多くは大沢野・大山・八尾

地域に集中しています。 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

④ 漁港 

防波堤等、供用開始から 50 年以上経過している施設もあり、老朽化が進行 

⇒漁港施設として 2 漁港（いずれも漁港指定は昭和 26 年 7 月）、漁港海岸と 

して 2 海岸を管理 

 ⇒強度不足による老朽化の進行により、今後施設機能の低下が懸念されます。 
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（平成27年度末日現在）

箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha）

街区公園 124 23.88 122 23.53 859 63.86 981 87.39

近隣公園 21 45.13 15 27.38 8 13.35 23 40.73

地区公園 9 47.93 8 37.03 1 2.97 9 40.00

総合公園 7 504.54 6 220.54 1 12.01 7 232.55

運動公園 2 28.40 2 18.47 0 6.09 2 24.56

特殊公園 4 23.80 2 4.30 2 9.93 4 14.23

緩衝緑地 1 5.90 1 5.90 0 0.00 1 5.90

都市緑地 2 18.10 2 15.24 16 11.68 18 26.92

緑道 3 1.67 3 1.67 0 0.00 3 1.67

地域広場 0 0.00 0 0.00 25 1.96 25 1.96

計 173 699.35 161 354.06 912 121.85 1,073 475.91

区分
計

都市計画外公園及び
地域広場計画公園 開設済公園

都市計画公園

種別 内容

街区公園 主に街区に居住している人々が利用するための公園（面積0.25haが標準）

近隣公園 主に近隣に居住している人々が利用するための公園（面積2haが標準）

地区公園 主に徒歩で到達できるところに居住している人々が利用するための公園（面積4haが標準）

総合公園 市民全般が休息、観賞、散歩、遊戯等をするための公園（面積10～50haが標準）

運動公園 市民全般が運動に利用するための公園（面積15～75haが標準）

特殊公園 風致公園、墓園等特殊な公園

緩衝緑地 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害を緩和、防止するための緑地

都市緑地 都市の自然的環境の保全・改善、都市景観の向上を図るための緑地

緑道 災害時の避難路ともなる安全で快適な歩行者路等を主体とした緑地

地域広場 都市計画区域外にあり、地域住民の活動や憩いの場として設置された広場

八尾地域 婦中地域 細入地域 計

箇所数 4 6 2 12

面積（㎡） 5,309 10,530 2,361 18,200

⑤ 公園 

市民 1 人当たりの公園面積は充足するが、約７割で老朽化が進行 

⇒1 人当たりの公園面積は全国平均よりも多くなっています。 

 

●1 人当たりの公園面積は 14.2 ㎡/人と、全国平均10.2 ㎡/人より、4 ㎡高い 

値となっています。（平成 26 年度末時点、地域広場を除く） 

●開設告示をかけてから 30 年以上経過している公園が約７割（面積比率）を 

占め、公園施設等の老朽化が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

●上記のほか、12 の農村公園（八尾地域 4、婦中地域 6、細入地域 2）が 

整備されています。 
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⑥ 上水道 

⇒水道管は、1970 年代までに建設された約 500 ㎞が更新時期を迎えています。 

 

●給水人口は、平成 21 年度（417,122 人）をピークに、近年は減少傾向と 

なっていますが、給水世帯数は増加しています。 

●配水量も、減少傾向となっていますが、配水管の総延長は増加しています。 

●水道普及率をみると、平成 27 年度末時点で 98.76%と高い普及率になって

います。 

●水道基幹施設(※14)の多くは、昭和 40 年代から 50 年代の経済成長期の水

需要に対応するため、集中的に建設・整備されており、更新時期を迎えています。 

（各年度末日現在）

単位 Ｈ27年度 Ｈ26年度 Ｈ25年度

給水区域内人口 人 417,789 418,580 419,197

給水区域内世帯数 世帯 172,645 170,952 169,429

給水人口 人 412,616 413,358 414,234

給水栓数 栓 182,749 180,787 178,669

普及率 ％ 98.76 98.75 98.82

総配水量 ㎥ 49,648,025 49,801,149 50,091,583

1日平均配水量 ㎥ 135,650 136,442 137,237

1日1人当たり平均配水量 ℓ 329 330 331

配水管総延長 ㎞ 3,023.28 3,015.78 3,005.03

配水量

項目

 

 
⑦ 工業用水道 

⇒工業用水道は、昭和 34 年の給水開始以降、大規模な更新を行っていない 

ため、施設総体の老朽化が顕著 

 

●契約水量は、平成３年から平成５年（106,200㎥／日）をピークに、減少

傾向となっていましたが、近年は横ばいで推移しています。 

（各年度末日現在）

項目 単位 H27年度 H26年度 H25年度

給水先事業所数 社 18 18 18

総配水量 ㎥ 23,327,546 23,702,558 23,412,221

有収水量 ㎥ 23,197,468 23,520,447 23,087,344

一日平均配水量 ㎥ 63,911 64,939 64,143

契約水量（日量） ㎥ 86,600 86,600 86,600

送配水管総延長 ｍ 45,436.2 45,436.2 45,436.2

※流杉水系・朝日水系の合計
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⑧ 下水道 

⇒下水道管は、市中心部から郊外にかけて整備を実施 

⇒特に市中心部から北部方面にかけての老朽化が顕著 

 

●汚水処理人口は、平成 27 年度末時点で 414,320 人となっています。 

●汚水処理人口普及率をみると、平成 27 年度末時点で 99.1％と高い普及率に 

なっています。 

●都市化の進展や市域の拡大に合わせて集中的に施設の整備を進めてきており、

計画的な面整備を行う箇所は残りわずかとなっています。 

 

（各年度末日現在）

単位 Ｈ27年度 Ｈ26年度 Ｈ25年度

人 384,095 383,697 380,910

世帯 130,036 128,458 126,627

％ 91.8 91.6 90.8

人 363,673 362,317 358,130

％ 94.7 94.4 94.0

公共下水道 人 384,095 383,697 380,910

農業集落排水等 人 19,297 19,611 19,808

合併浄化槽 人 7,717 8,243 10,321

地域し尿 人 3,211 3,269 3,319

計 人 414,320 414,820 414,358

汚水処理人口普及率 ％ 99.1 99.0 98.7

項目

汚水処理
人口普及率

処理区域内人口

処理区域内世帯数

人口普及率

水洗化人口

水洗化率

（平成27年度末日現在）

下水道

処理人口

下水道処理

人口普及率

水洗化

人口
水洗化率

農業集落排水

等人口

合併浄化槽

人口

地域し尿

人口

処理人口

計

汚水処理

人口普及率

富山地域 301,377 93.8% 289,141 95.9% 11,235 3,877 3,211 319,700 99.5%

大沢野地域 17,643 79.4% 16,948 96.1% 1,138 2,216 0 20,997 94.5%

大山地域 7,191 70.0% 6,834 95.0% 2,644 78 0 9,913 96.5%

八尾地域 17,363 85.0% 14,701 84.7% 2,148 517 0 20,028 98.0%

婦中地域 38,311 93.4% 34,002 88.8% 1,451 967 0 40,729 99.2%

山田地域 1,034 66.8% 1,001 96.8% 455 59 0 1,548 100.0%

細入地域 1,176 83.7% 1,046 88.9% 226 3 0 1,405 100.0%

計 384,095 91.8% 363,673 94.7% 19,297 7,717 3,211 414,320 99.1%

区分

公共下水道 その他の汚水処理施設 全汚水処理施設

（平成27年度末日現在）

公共（ｍ） 特環（ｍ）

富山地域 87,266 1,420,949 366,878 48,260 1,923,353

大沢野地域 0 119,363 4,847 5,878 130,088

大山地域 0 50,599 13,274 3,166 67,039

八尾地域 0 59,554 106,840 8,252 174,646

婦中地域 0 71,808 210,513 4,693 287,014

山田地域 0 0 21,106 0 21,106

細入地域 0 0 13,828 0 13,828

計 87,266 1,722,273 737,286 70,249 2,617,074

合流管
（ｍ）

汚水管 雨水管
（ｍ）

合計
（ｍ）

地　域
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2010 2011 2012 2013 2014 計

新規 5,237,544 6,010,947 3,915,926 5,786,917 7,942,727 28,894,061

既存 9,777,712 12,004,921 7,915,397 11,644,050 12,568,200 53,910,280

新規 1,511,212 1,403,738 1,237,385 1,274,403 1,007,992 6,434,730

既存 696,266 628,519 813,776 1,443,414 964,614 4,546,589

新規 0 0 0 0 0 0

既存 157,235 72,576 148,037 627,539 448,062 1,453,449

新規 338,724 381,476 289,560 284,335 312,970 1,607,065

既存 2,663,394 2,337,993 2,830,394 2,596,303 3,445,008 13,873,092

新規 0 0 0 0 0 0

既存 39,680 90,887 97,149 89,634 0 317,350

新規 4,410,812 3,240,734 2,655,593 4,590,627 4,431,840 19,329,606

既存 1,519,929 1,052,463 1,235,745 555,862 1,834,709 6,198,708

新規 11,498,292 11,036,895 8,098,464 11,936,282 13,695,529 56,265,462

既存 14,854,216 16,187,359 13,040,498 16,956,802 19,260,593 80,299,468
計

公共建築物

道路

橋りょう

上水道

下水道

工業用水道

２ 中長期的な経費や財源の見込み 

（１） 投資的経費の推移 

  現在、保有する公共施設等を今後も維持・管理していくために、事業費を

確保する必要があります。 

  平成 22（2010）年度から平成 26（2014）年度までの過去 5 年間の

投資的経費の状況は、次のとおりとなっています。 

                                         （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●約 6 割が公共建築物、約 4 割が社会インフラに関する事業費となっています。 

これは、学校施設改修にかかる費用が多く計上されているためです。 

●新規分が約 4 割を占めていますが、これは、合併特例債等の地方交付税措置 

がある有利な起債を多く活用できたことが理由として考えられます。 

 

≪公共施設等整備にかかる事業費の 5 か年平均≫  

区分 事業費 

公共建築物 16,560,868 千円 

道路 2,196,264 千円 

橋りょう 290,690 千円 

上水道 3,096,031 千円 

工業用水道 63,470 千円 

下水道 5,105,663 千円 

合計 27,312,986 千円 

 

過去 5 年間の投資実績の平均値を、更新費用等に充当できることが可能な

上限額と設定することにします。 
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（２） 公共建築物の将来更新費用推計 

本市は、公共建築物の数・延床面積がともに多く、老朽化が進んでおり、今

後は集中して施設の更新時期を迎えることになります。現状の規模のまま全て

を更新することは不可能であるため、財政状況や類似都市との比較なども踏ま

えた、適正規模の施設量への再編が必要です。 

 

●今後 40 年間で更新費用総額は、9,913.8 億円となり、年平均で 247.8 億

円の投資が必要になります。 

これは、これまでの投資実績（直近 5 か年度平均）165.6 億円の 1.4 倍に

相当します。 

また、今後 40 年間で 3,288 億円、年平均で 82.2 億円の不足が見込まれ

ます。 

●現在の投資実績をみると、合併特例債等の交付税措置がある有利な起債を活

用した、新規整備分の実績が大きくなっています。 

このため、既存更新分に限った投資実績（直近 5 か年度平均）との比較に

おいては、今後 40 年間で 5,600 億円、年平均で 140 億円の不足が見込ま

れます。 

●将来的には、社会保障費の増大や人口減少に伴う市税収入の減少等の影響に

より、これまでの投資実績額を維持することは困難と推測されます。 

●更新費用のピークは 2017 年度から 2023 年度までの 7 年間、2046 年

度から 2048 年度までの 3 年間と見込まれます。 

  

≪将来更新費用推計≫ 
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○ 公共建築物の将来更新費用推計の試算条件 

・  建築から耐用年数の 1/2 の期間経過後に大規模改修、耐用年数到来後に建替えを行

うと仮定して費用を計上します。 

・  大規模改修の費用は２年、建替えの費用は３年で均等に分割して計上します。 

・  平成 26 年度時点で既に大規模改修及び建替え時期を迎えているものについては、

平成 27 年度から 5 年間にわたり、分散して費用を計上します。 

・  更新単価は既に更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単

価等を基に設定しています。 

・  病院は建築物のみを対象とし、医療機器類は、耐用年数が多様で、分類も複雑にな

るため対象外とします。 

 

大分類名
建替単価

（万円/㎡）
大規模改修単価

（万円/㎡）

市民文化系施設 40 25

社会教育系施設 40 25

スポーツ・レクリエーション系施設 36 20

産業系施設 40 25

学校教育系施設 33 17

子育て支援施設 33 17

保健・福祉施設 36 20

医療施設 40 25

行政系施設 40 25

公営住宅 28 17

公園 33 17

供給処理施設 36 20

その他 36 20  

 

※耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(※15)」（財務省令）に基づく。 
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（３） 社会インフラの将来更新費用推計 

本市は、可住地面積(※16)が広く、市民が生活する範囲も広くなり、生活

基盤となる社会インフラの保有量も広範かつ膨大となっています。 

こうしたことから、人口減少期においては、市街地をコンパクトにまとめ、

社会インフラを再編することが必要です。 

 

≪人口１人当たり可住地面積の中核市調べ≫ 

 

 

●今後 40 年間で更新費用総額は、約 8,796.3 億円となり、年平均で 219.9

億円の投資が必要になります。 

これは、これまでの投資実績（直近 5 か年度平均）107.5 億円の 2 倍に相

当します。 

また、今後 40 年間で 4,496 億円、年平均で 112.4 億円の不足が見込ま

れます。 

●既存更新分に限った投資実績（直近 5 か年度平均）との比較においては、

今後 40 年間で 6,684 億円、年平均で 167.1 億円の不足が見込まれます。 

●項目別にみると、今後 40 年間での更新費用総額は、道路が約 2,416.5 億

円、橋りょうが約 430.9 億円、上水道が約 3,175.3 億円、工業用水道が約

73.5 億円、下水道が約 2,700.1 億円となっています。 

●更新費用のピークは 2036 年度から 2039 年度までの 4 年間と見込まれ

ます。これは、上水道の更新費用のピークとほぼ一致しています。 

●上下水道については、当面の間は、上水道の更新費用の割合が大きく、更新

のピークを迎える 203７年度以降は、下水道の更新費用の割合が大きくなる

ことが見込まれています。 

●これらの他にも、河川施設や農業用施設等も保有することから、より一層の

不足額が見込まれます。 
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≪社会インフラの将来更新費用推計≫ 

 

 

① 社会インフラの将来更新費用推計の試算条件 

ア 道路 

 ・ 更新年数は、舗装の耐用年数の 10 年と舗装の一般的な供用寿命である 12～20 年

のそれぞれの年数を踏まえ 15 年とし、更新費用は年度別の整備状況の把握が困難なこ

とから、40 年間均等に費用を計上します。 

・ 更新単価は、（一財）地域総合整備財団（総務省の外郭団体）の試算を基に、一般道

路は 4,700 円/㎡、自転車歩行者道は 2,700 円/㎡と設定しています。 

  

イ 橋りょう 

・ （一財）地域総合整備財団の試算を基に、更新年数は 60 年、更新単価は 448 千円

/㎡と設定しています。 

・ 平成 26 年度時点で既に更新時期を迎えているものについては、平成 27 年度から 5

年間均等に費用を計上します。 

 

ウ 上水道・工業用水道 

・ （一財）地域総合整備財団の試算を基に、更新年数は 40 年、更新単価は次表のとお

り設定しています。 

・ 平成 26 年度時点で既に更新時期を迎えているものについては、平成 27 年度から 5

年間均等に費用を計上します。 
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導水管・送水管
管径区分

更新単価
（千円/ｍ）

配水管
管径区分

更新単価
（千円/ｍ）

300mm未満 100 150mm以下 97

300～500mm未満 114 200mm以下 100

500～1000mm未満 161 250mm以下 103

1000～1500mm未満 345 300mm以下 106

1500～2000mm未満 742 350mm以下 111

2000mm以上 923 400mm以下 116

450mm以下 121

500mm以下 128

550mm以下 128

600mm以下 142

700mm以下 158

800mm以下 178

900mm以下 199

1000mm以下 224

1100mm以下 250

1200mm以下 279

1350mm以下 628  

 

エ 下水道 

・ （一財）地域総合整備財団の試算を基に、更新年数は 50 年、更新単価は次表と設定

しています。 

・ 平成 26 年度時点で既に更新時期を迎えているものについては、平成 27 年度から 5

年間にわたり、分散して費用を計上します。 

 

管径区分 更新単価（千円/ｍ）

250mm以下 61

251～500mm 116

501～1000mm 295

1001～2000mm 749

2001～3000mm 1,690

3001mm以上 2,347  
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３ 公共施設等に関する市民意識調査（平成 27 年アンケート調査結果） 

（１） 老朽化した公共施設等の再編について 

 ●公共施設等の再編について、「積極的に取り組むべきである」「今の状況を

考えると取り組むことはやむを得ない」を合わせた『取り組む必要がある』

という回答が全体の 8 割以上になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.3 

31.4 

28.8 

25.9 

22.9 

24.7 

54.4 

52.6 

54.5 

60.2 

61.1 

53.0 

4.1 

4.0 

5.5 

4.1 

3.5 

5.7 

16.6 

11.7 

10.6 

8.9 

10.4 

13.4 

1.6 

0.3 

0.5 

1.0 

2.1 

3.3 

29歳以下 N=193

30～39歳 N=325

40～49歳 N=385

50～59歳 N=394

60～69歳 N=624

70歳以上 N=389

26.0 56.4 4.4 11.4 1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 N=2349

積極的に

取り組む

べきである

今の状況を考えると

取り組むことは

やむを得ない

取り組むべき

ではない

わからない 無回答

29.9 

22.6 

54.2 

58.8 

5.6 

3.4 

9.2 

13.2 

1.1 

1.9 

男性 N=1056

女性 N=1251

性 別 

年齢別 

27.7 

18.3 

19.0 

23.7 

26.2 

8.9 

23.7 

56.5 

60.8 

58.2 

52.1 

56.3 

71.1 

50.0 

3.5 

6.5 

11.4 

7.1 

3.4 

11.1 

5.3 

10.5 

12.4 

11.4 

14.8 

14.1 

8.9 

21.1 

1.8 

2.0 

2.4 

富山地域 N=1608

大沢野地域 N=153

大山地域 N=79

八尾地域 N=169

婦中地域 N=206

山田地域 N=45

細入地域 N=38

居住地域別 



34 

（２） 今後も公共施設等として優先的に残すべき施設 

 ●全体の 6 割以上が「学校」を、5 割以上が「保育所」や「高齢者福祉施設」 

を、公共施設等として優先的に残すべきとしています。一方、「市民ホール」

や「郷土歴史館」は残すべきという回答が約 1 割程度にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.1 

54.8 

54.2 

44.4 

42.6 

42.1 

40.2 

37.1 

31.3 

27.0 

23.3 

17.5 

12.6 

11.5 

1.5 

2.0 

62.7 

51.5 

49.8 

42.7 

42.6 

41.1 

35.8 

35.2 

33.3 

28.2 

21.9 

15.8 

13.0 

10.4 

1.8 

1.6 

66.3 

58.1 

58.1 

45.8 

42.7 

43.6 

44.4 

39.4 

30.1 

26.1 

24.6 

18.9 

12.3 

12.3 

1.4 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

学校

保育所

高齢者福祉施設

市役所

地区センター

子育て支援施設

図書館

障がい者福祉施設

スポーツ施設

公民館

美術館・博物館

市営住宅

市民ホール

郷土歴史館

特にない

わからない

全体 N=2349

男性 N=1056

女性 N=1251

［複数回答］

障害福祉施設 
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（３） 利便性低下に対する許容度 

 ●公共施設等の再編に伴い、施設が遠くなったり、利用できなくなったりす

ることについて、「許容できない」という回答が全体の 1 割以下にとどまって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.3 

12.9 

13.5 

13.5 

11.5 

9.8 

72.5 

74.2 

72.7 

75.6 

76.3 

69.4 

8.3 

7.7 

6.2 

5.6 

5.1 

8.7 

10.4 

4.6 

6.8 

4.8 

5.8 

9.8 

1.6 

0.6 

0.8 

0.5 

1.3 

2.3 

29歳以下 N=193

30～39歳 N=325

40～49歳 N=385

50～59歳 N=394

60～69歳 N=624

70歳以上 N=389

15.5 

8.6 

71.2 

76.0 

6.8 

6.4 

5.7 

7.5 

0.8 

1.5 

男性 N=1056

女性 N=1251

性 別 

年齢別 

11.8 73.5 6.6 6.7 1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 N=2349

許容できる ある程度までは

許容できる

許容できない わからない 無回答

12.4 

10.5 

10.1 

7.1 

11.7 

8.9 

18.4 

74.9 

74.5 

65.8 

68.0 

75.2 

66.7 

63.2 

5.3 

8.5 

16.5 

13.6 
2.9 

13.3 

13.2 

6.1 

4.6 

7.6 

10.1 

9.2 

11.1 

5.3 

1.2 

2.0 

1.2 

1.0 

富山地域 N=1608

大沢野地域 N=153

大山地域 N=79

八尾地域 N=169

婦中地域 N=206

山田地域 N=45

細入地域 N=38

居住地域別 
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（４） 更新費用の負担を減らす方策 

●全体の 7 割以上が「あまり利用されていない施設・土地の全部又は一部を

売却・賃貸して収入を得る」ことが、公共施設等の更新費用の負担を減らすに

は有効だと考えています。 

●「現在ある施設の統廃合や機能の複合化・多機能化によって施設数を減らす」

ことが有効であるという回答が約半数を占めています。 

●「施設におけるサービスの水準を引き下げる」ことや、「特別な税金の徴収

など住民全体で負担する」ことによる方策は、全体の 5％未満の回答にとどま

っており、市民は負担が増すことなく、これまでどおりのサービスを利用する

ことを望んでいるという結果が得られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.3 

47.0 

31.3 

27.6 

24.6 

16.8 

15.0 

11.5 

4.4 

2.9 

67.8 

47.0 

32.4 

30.3 

22.8 

17.0 

15.5 

14.0 

4.8 

3.2 

73.0 

46.9 

31.3 

25.6 

26.1 

16.6 

14.9 

9.6 

4.2 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80%

あまり利用されていない施設・土地の

全部または一部を売却・賃貸して収入を得る

現在ある施設の統廃合や

機能の複合化・多機能化によって施設数を減らす

施設の更新（建替え）や管理運営に

民間のノウハウや資金を活用する

県や近隣自治体と共同で施設を建設・運営する

施設を減らす代わりに、民間施設

（会議室、スポーツ施設など）の利用に対し助成する

地域活動に密着した施設の

管理運営を地域住民に任せる

まちの中心部や地域拠点に

施設を集約化し、施設数を減らす

利用料を徴収できる施設の料金を引き上げる

施設におけるサービスの水準を引き下げる

特別な税金の徴収など住民全体で負担する

全体 N=2349

男性 N=1056

女性 N=1251

［複数回答］
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（５） 民間事業者による施設運営 

 ●民間事業者により運営した方がサービスが向上すると思われる施設として、

全体の 4 割以上が「スポーツ施設」、3 割弱が「美術館・博物館」を挙げてい

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.2 

29.9 

27.8 

22.1 

21.7 

21.1 

19.0 

17.0 

16.1 

14.7 

12.9 

10.8 

9.1 

4.6 

6.0 

13.9 

47.0 

32.3 

30.4 

22.6 

24.3 

24.1 

20.1 

18.8 

19.0 

15.5 

15.4 

11.4 

10.4 

5.1 

7.1 

10.2 

41.4 

28.9 

26.4 

22.4 

20.2 

19.3 

18.6 

16.0 

14.2 

14.5 

11.3 

10.6 

8.3 

4.2 

5.4 

17.4 

0% 20% 40% 60%

スポーツ施設

美術館・博物館

高齢者福祉施設

子育て支援施設

市民ホール

図書館

郷土歴史館

保育所

障がい者福祉施設

地区センター

市営住宅

公民館

市役所

学校

特にない

わからない

全体 N=2349

男性 N=1056

女性 N=1251

［複数回答］

障害福祉施設 
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第３章 公共施設等の管理に関する基本的な方針 

１ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

 適正かつ効率的な維持管理を行うためには、職員の意識改革を図るとともに

公共施設等の管理に関する情報を部局横断的に統括し、情報の共有や総合的な

マネジメントを行う仕組みづくりが必要となります。 

 また、公共施設等のファシリティマネジメントを単なる財政構造改革として

だけの側面として捉えるのではなく、まちづくりや、市民協働(※17)、PPP な

どの視点をもって全庁的な取り組みとして進める必要があります。 

 こうしたことから、全庁的にファシリティマネジメントを推進する部局横断

組織となる「公共施設利活用検討チーム」において、一元的な進捗管理を行う

とともに、職員研修会の実施や、シンポジウムの開催など、総合的な施策を推

進していていく必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市 長 

（計画の決定） 
議 会 

報告 

 

 

組織：リーダー（企画管理部次長） 

   メンバー（各部局次長） 

所掌事務：総合管理計画等の進捗管理、情報

共有等 

事務局：行政管理課 

公共施設利活用検討チーム 

アドバイザー 

助言・意見 

☆職員の意識改革 

・研修会の実施 

☆住民への周知 

 ・シンポジウムの開催 

 ・ワークショップ(※18)の実施 

 ・広報とやまによる特集記事 
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２ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

（１） 数値目標 

  国の公共施設等総合管理計画の策定指針では、計画期間における公共施設

等の数や総床面積に関する目標やトータルコストの縮減・平準化に関する目

標などについて、できる限り数値目標を定めることが望ましいとされていま

す。 

  しかしながら、本市の公共建築物の総床面積の約４割は学校が占めていま

すが、現在のところ統廃合に向けた検討を行っていない状況であり、地域合

意を前提としていることから、短期間での削減は困難であると考えています。 

  また、学校に限らずその他の用途の施設についても、市の一方的な都合に

より廃止を行うことは簡単なことではありません。 

  公共施設等の総量削減を進めるにあたっては、全市的な少子・超高齢化に

より求められるサービスの変化や、地域ごとに異なる将来人口、施設の配置

状況など、様々な要因を分析して、真に必要とする施設を適正配置していく

必要があります。 

  また、社会インフラについても、それぞれ施設特性が多様であり、講じる

対策もそれぞれ異なることや、住民の日常生活に密着している施設であるこ

とから、簡単に廃止等の方針を定め、具体の目標数値を設定することは、困

難だと考えております。 

  このため、本市では、４０年間を計画期間とする総合管理計画においては、

公共施設等全体の具体的な削減目標を定めないこととしますが、今後、順次

策定していく個別計画において、具体的に検討していきます。 

  なお、公共建築物の個別計画であるアクションプランは、５年間を期間と

し、その期間内で具体の削減目標を設定した上で、個別施設の見直しを図っ

ていくこととしています。 
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（２） 基本方針 

 

    

 

 

① 公共建築物の再編 

本市の公共建築物は、市町村合併により機能が重複した施設が数多く存在し

ており、市民１人当たりの延床面積（4.0 ㎡）は中核市平均（3.2 ㎡）の約

1.2 倍となっています。このままの状態で、公共建築物を維持し続けた場合、

今後 40 年間の更新費用推計では、累計で約 9,900 億円であり、年平均にす

ると約 240 億円が必要となります。一方、過去 5 年間の投資的経費の平均額

は、新規投資分を含んだとしても、年間約 160 億円であり、将来もこの額が

確保できたとしても、年間 80 億円、40 年間で 3,200 億円が不足すること

が見込まれています。さらに、人口減少による税収等の減少や超高齢化に伴う

社会保障費の増加も予想され、今後ますます、公共建築物の更新等に投資でき

る経費は減少すると考えます。 

こうしたことから、効率的な維持管理や運営を進めることはもとより、問題

を先送りすることなく、施設の廃止や統合、譲渡を積極的に行うなど、あらゆ

る手段を活用し、公共建築物にかかるトータルコストの圧縮を図っていきます。 

 

 

② リノベーション(※19)の推進 

まだ耐用年数に到達していない施設で、所期の目的を達成したものや稼働率

の低下により、施設を廃止すべきと判断した施設については、そのまま放置し、

いたずらに追加の経費をかけることがないよう、リノベーションを図り、新た

な行政需要に対応した施設として積極的に活用を図ることとします。 

 

 

③ 新規整備の制約 

新規整備については、各種計画や構想に基づき費用対効果や経済効果が見込

めるものを精査するとともに、新たな行政需要や真に住民福祉の向上が見込ま

れることを政策的に勘案し実施する場合を除き、原則、行わないこととします。 

 

 

 

  

基本方針１ 公共施設等の総量削減（廃止・統合・譲渡） 
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① 公共建築物の複合化・多機能化 

公共施設等のマネジメントを効果的に実施する上で、住民サービスを低下

させずに、どうやって効果的に公共施設等の再編を行うのかを検討する必要

があります。 

単一目的の施設から多機能化・複合化施設などへの転換を図り、施設規模

は縮小しても、共有スペースを設けることなどにより、サービス機能をでき

る限り維持します。 

   

② 民間事業者の活用 

公共施設等の整備にあたっては、民間事業者の資金とノウハウを積極的に

活用します。 

また、公共施設等の運営方式については、業務委託や指定管理者制度(※

20)だけでなく、PFI(※21)方式やコンセッション(※22)方式等 PPP 手法

の導入を検討し、民間事業者の運営方式の方が良質で効率的なサービスが提

供できると判断した場合は、サービスや運営管理などを委ねることが重要だ

と考えます。 

なお、提供しているサービスが市の施設を維持しなければ提供不可能なも

のであるか、民間施設や民間サービスによる代替の可能性はないのかなどの

視点から、民間事業者と連携してサービス提供ができるかなどの検討を行う

ことが必要であると考えています。 

 

③ 地域プラットフォーム 

民間事業者の資金やノウハウを最大限に活用するためには、行政と民間が

対等な立場で対話できる仕組みづくりが必要であると考えます。このため、

PPP に対するスキルやノウハウ不足などの課題の解消を通じ、本市におい

て多種多様な PPP を推進していくため、「とやま地域プラットフォーム」を

設置します。 

「とやま地域プラットフォーム」は、地域の産・官・学・金(※23)など

立場の異なる様々なステークホルダー(※24)が、PPP 事業を通じて地域住

民に対する公共サービスの改善と地域経済の活性化を図ることを共通の目

的として、セミナーや各種講座を開催し、PPP 事業のノウハウと案件形成

能力の向上を図り、具体の案件形成を目指した取組を推進します。 

  

基本方針２ ＰＰＰ戦略の推進 
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① 財産の有効活用 

土地や建物などの市有財産は、過去に市が事業を行う上で必要として取得

したものであり市民共有の財産です。しかし、今後の維持管理費や施設の更

新費用を考えると、全ての財産を保有していくことは困難な状況となってい

ます。今後は「保有する財産」から「活用する財産」へ、という発想の転換

のもと、財産が生み出す収益を増大させていきます。 

例えば、未利用の土地や利用の少ない建物を民間事業者等に貸し付けるこ

とによる賃料収入の獲得、売却による売却益等の確保などを積極的に行って

いきます。これらの収益は、他の市有財産を持続的に維持するために活用し

ていきます。 

 

 

② 公の施設の受益者負担の適正化 

公の施設運営には、多額の資金（税金）があてられており、施設を利用す

る者と利用しない者との間の公平性を確保するとともに、財源の確保を目的

として、公共施設等の維持管理に係るフルコストも踏まえながら、無料とな

っている施設も含め、受益者負担の適正化を進めていきます。 

 

 

③ 将来の更新への備え 

これからの行政の都市経営においては、固定資産台帳(※25)の活用など

公会計の仕組みを取り入れた行財政運営を行っていくことが求められてい

ます。こうしたことから、将来の大規模改修や更新に備え、既存施設のコス

ト縮減による効果額や廃止等した施設の資産の売却益などを活用していく

仕組みを検討します。 

また、施設の長期的な修繕計画や更新計画を踏まえ、壊れる前から予防的

に補修を行うことは、最終的には施設の保全にかかる費用総額を抑え、施設

を長持ちさせることにつながることから、PPP による民間資金の活用など

多様な手法による財源の確保に取り組みます。 

 

 

 

  

基本方針３ 新たな財源の確保 
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（３） 個別方針 

① 点検・診断等の実施方針 

公共建築物については、職員や指定管理者等の施設管理者により日常的に

点検を行うとともに、特殊建築物(※26)については法定点検（建築基準法

第 12 条の定期点検）を建物本体は 3 年に１度、設備は毎年実施し、５段

階による評価を行っています。 

判定区分 内容 

Ｄ判定 補修、改善を要するもの（早急に対応すべきもの） 

Ｃ判定 精密調査を要するもの（早急に対応すべきもの） 

Ｂ２判定 軽微な対応を要するもの 

Ｂ１判定 観察を要するもの 

Ｅ判定 増築、改築の際に対応を要する可能性のあるもの 

   この５段階評価の結果を実際の修繕等に反映する統一的な仕組みを構築

し、無駄のない効率的かつ効果的な修繕を実施していくこととします。 

   また、社会インフラについても、インフラ長寿命化計画など国から示さ

れている技術基準等に準拠しつつ、パトロールや点検・診断等を実施し、

危険箇所や劣化状況の把握に努めます。また、橋りょう等の高度な専門性

を要する社会インフラへの対応として、専門知識を有する職員を採用する

など、職員のスキルアップに取組み、効果的な手法を検討していくことと

します。 

 

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

今後も継続して使用する施設については、安全性や利便性など必要な改

修・修繕を計画的に実施して、長寿命化(※27)を図る必要があります。こ

のため、公共施設等に係るデータベース（以下「公共施設等マネジメントシ

ステム」という。）を整備し、公共建築物については、定期点検結果を踏ま

えた予防保全型の維持管理を行うことで、修繕等の突発的なコストの発生を

抑え、ＬＣＣの縮減・平準化を図ります。また、省エネ性能の高い設備機器

等の積極的な導入を図り、維持管理費の節減に努めます。また、社会インフ

ラについては、道路、橋りょう、上水道、下水道等の施設ごとに、劣化状況

を把握しながら、特に劣化が進みやすい部分、機能が損なわれた際の社会的

な被害（リスク）の大きさなどを勘案し、優先順位をつけて、効率的な維持

管理、修繕、更新等に努めます。また、包括的な一括発注方式の導入や、民

間事業者の資金やノウハウの活用などにより、維持管理・運営費を抑制しま

す。 
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      これまでの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 安全確保の実施方針 

施設の安全点検作業は、統一的な頻度や基準がなく、また、担当する職員

の経験が不足していることなど、様々な課題を抱えています。こうしたこと

から、点検のポイントを分かり易く整理し、マニュアル化するとともに、そ

れに基づく定期点検により、劣化状況を的確に把握することで、安全性の確

保を図ります。 

 さらに、本市の災害特性や地域の実情を踏まえ、適切な安全対策を事前に

講じます。特に、社会インフラについては、ライフラインとして市民生活に

密接に関係することから、計画的な安全対策を進めます。 

  

   これまでの課題 

 

 

 

 

 

 

④ 耐震化の実施方針 

学校施設については、耐震診断結果に基づき、優先的かつ早急に耐震化を

進めます。また、その他の用途で耐震化が実施されていない施設については、

防災特性（防災拠点、避難所等）・地域特性（地盤の揺れやすい地域や商業

地域等）・その他の視点（代替性や統廃合の見込み）などを判断した上で、

耐震診断を実施するとともに、優先順位に配慮しながら早急に更新や補強に

よる耐震化を実施します。 

 

 

 

  

 

ＬＣＣを考慮しない、過剰な設備 

改 善 施設ごとに発注・契約 

壊れてから修繕 

省エネ性能の高い設備の導入 

複数施設を一括して発注・契約 

劣化診断による予防保全 

点検の頻度や基準がバラバラ 

改 善 

事務職員が点検することもある 

安全点検マニュアルの作成 

施設管理担当者への研修実施 
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⑤ 長寿命化の実施方針 

公共施設等は、利用者にとって使いやすく、快適、衛生的な場であること、

省エネルギー、環境負荷の低減に資することなどが必要です。これらの機能

が確保されている状態を可能な限り維持するとともに、これらに支障となる

劣化などを把握し、適切な時期に適切な修繕や更新を行える体制を構築しま

す。 

また、修繕や改修などを計画的に行うことは、施設の寿命を法定耐用年数

以上に延ばし、施設の更新費用の削減など財政的な負担を軽減することから、

耐用年数を効果的に延伸できる施設や社会インフラについては、優先的に長

寿命化対策を進めます。 

 

 

⑥ 統合や廃止の推進方針 

今後、基本的には公共施設等の新規整備は行わないこととし、公共建築物

については、①全市域が利用対象となる施設②一定程度の地域（複数の中学

校区）で利用される施設③地域単位（複数の小学校区以下）で利用される施

設を区分して考える３階層マネジメントの考えのもと、施設類型別に再編を

図るとともに、施設の配置状況、利用状況、老朽度、類似施設の有無等を考

慮して、公共施設等ごとに総合評価した上で、統廃合等を検討します。 

また、3 階層マネジメントにより地域等を単位に利用される施設として位

置づけた施設については、その地域のあらゆる世代や立場の方々の考えを踏

まえた上で、将来市民にとって必要とする施設を見極めながら、統廃合を進

めていきます。 

なお、総量の削減と合わせて、施設の集約化・複合化・転用・譲渡も視野

に入れた総合的な検討を踏まえ、公共施設等で提供すべき機能やサービスの

再編もＰＰＰを活用して計画的に進めます。 

社会インフラについても、リスクベースメンテナンス(※28)の考えを踏

まえ、重要度に応じて管理水準を定めるなど、メリハリの利いた管理に努め

るとともに、十分な社会的便益が得られないものや利用が限られたものにつ

いては、廃止を検討します。 

 

 

⑦ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

今後は、公共施設の改修や更新の際には、誰もが使いやすい施設となるよ

う、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行います。 
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⑧ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

市が保有する全ての資産を長期的な視点をもって、総合的に管理していく

ため、庁内の各部局が連携を取りながら一丸となって公共施設等のマネジメ

ントに取り組めるよう、公共施設等マネジメントの司令塔となる専門部署を

設置します。また、それぞれの組織や職員が同じスタンスで、目標を共有す

ることが必要であることから、職員の意識改革を図るため、専門家等による

職員研修を継続的に実施します。さらに、必要なノウハウを持った民間の人

材を活用します。 

また、公共施設等のマネジメントを確実に推進するにあたり、市長のトッ

プマネジメントの実践を基本として、施設情報の一元管理や全庁横断的な連

携・調整機能を発揮できる庁内推進体制を構築し、総合的な管理や個別計画

の進行管理を行っていきます。 

さらに、効果的かつ実現可能な公共施設等マネジメントを実施するため、

財政部局や建設部局との連携強化が不可欠であることから、一元的にマネジ

メントできる仕組みを構築します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設等マネジメント 

経営戦略会議（幹部会議） 

 

 

○情報の一元管理 

○進捗状況の管理 

○計画の策定、見直し 

○各課調整、民間事業者との窓口 

○市民への情報提供 

 

統括的なマネジメント部署 

事業の横断的協議 

ファシリティマネジメント 

アドバイザー 

進捗管理 

○予算編成部局 

○保全部局 

公共施設利活用 

検討チーム 

（各部局次長） 

連携強化 

民間事業者 

(地域プラットフォーム) 

市民 

○シンポジウム 

○ワークショップ 

連携 
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（４） 公共建築物の再配置における方針の検討 

再配置方針として、大きく分けて施設分類ごとの視点と圏域ごとの視点の

２つの観点を相互に関連させて再配置を進めます。 

施設分類とは、学校や公営住宅等のように用途による分類のことで、大・

中・小の区分で分類していますが、主に施設類型別の基本方針で設定した分

類を基本とします。 

圏域区分とは、日常的に利用する地理的範囲による区分とし、「富山市都

市マスタープラン(※29)」で設定している地域別を基本に１４の圏域とし

ます。 

 

○施設分類からの検討 

施設分類ごとに、施設それぞれの劣化状況・利用状況・コスト状況を分析

し、これらの評価が相対的に悪い施設については機能再編を順次検討します。 

○圏域区分の検討 

圏域区分単位で、その地域住民が必要とする機能をどのような数量・配置

で保有するかといった観点から検討します。 

○施設分類と圏域区分を考慮した再編成イメージ 

 

         

具体的にはアクションプランの戦略編で検討 

 

（５） フォローアップの実施方針 

計画の実効性を高めるために、個別計画の具体的な数値目標に対する進捗を

定期的に確認していくことが必要です。進捗状況は、ホームページ等において

定期的に公表するとともに、社会情勢の変化等に応じて住民説明会等を実施し、

合意形成を図りながら、市民の皆さんと共に新たなまちづくりを進めます。 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

１. 市民文化系施設 

１-１ 集会施設 

施設の状況と課題等 

①集会施設は、84 の公民館と 21 施設のその他集会施設が整備されている。 

②公民館は、地域における学習やコミュニティ活動、交流活動の拠点として

の機能のほか、多くは地区センターを併設し、住民とフェイス・トゥ・フ

ェイスで行政手続き・窓口業務ができる出先機関としての機能も有する。

また地区コミュニティセンター、図書館、児童館等を施設内に併設してい

るものもある。 

③平成 17 年の合併時に、旧町村の公民館のうち、旧富山市の公民館設置条

例や利用規程とは異なる施設機能（体育施設機能、金銭授受を伴う集会機

能（算盤塾等） 等）を持つものについては、地区コミュニティセンターと

したため、地区コミュニティセンターと公民館が併設されている施設とな

った。 

④地区コミュニティセンターは、単独で設置されているものが 2 施設、その

他 13 施設は公民館の併設施設として整備されている。 

⑤その他の集会施設は、一定の対象者を中心とした集会の用に供する施設と

なっている。（平等集落センター、音川東部地区農村集落多目的共同利用

施設、道島地区農村集落多目的共同利用施設は平成 28 年 3 月に地元へ無

償譲渡）これらの施設は、利用率が低い。 

⑥公民館は、旧富山市の方針に基づき、昭和 50 年代から、小学校区ごとに

１館ずつ整備が進み、合併後も同様の方針に基づき整備が進められている。

ただし現在は、小学校の統合により、小学校区よりも公民館の施設数の方

が多くなっている。小学校の統合に合わせ、コミュニティの範囲が統合さ

れるとは限らないので、小学校区の数に捉われず、人口減少等を見据え、

機能の拡充を行うなど公民館の最適な配置を検討する必要がある。 

⑦市民にとっては、地区コミュニティセンターと公民館の施設の違いが分か

りづらい状態となっている。運用基準を見直し、全て地区コミュニティセ

ンター（あるいは公民館）に統一するといった見直しが必要と考えられる。 

⑧利用率が低い施設が少なからず存在することから、実情やニーズにあわせ

て施設のあり方を検討する必要がある。 

⑨一部の施設は老朽化が進んでおり、毎年 1 から 2 施設程度、耐震性に問題

のある施設を優先して、建替えを進めている。計画的な修繕・改修により長

寿命化を図り、維持管理していくが、改築時には、学校など他施設との複合

化を検討する必要がある。 
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⑩他の施設と比べて規模や設備が過剰ともいえる施設があるため、維持管理

費を意識しながら、必要とする施設の規模や設備のあり方を検討する必要

がある。 

方向性 

①将来にわたって利用率等の改善が見込まれないことが予想される施設は、

公民館等の連携を念頭に置き、住民にとって利用しやすい施設として、小

学校区に 1 か所の配置を目指し、集約を図る。 

②小学校区に変更があった場合、既存の利用者に配慮し、10 年間の経過措置

を設ける。 

③児童生徒が減少している一定以上の規模をもつ学校において、余裕教室や

敷地の一部を活用して集会施設を移転整備するなど、小中学校との複合

化・多機能化を検討する。学校内部の特別教室（音楽室・調理室等）や図

書館の地域開放も検討する。不特定多数の方が校舎内に出入りする際には、

安全性の確保、教育への支障排除について十分な措置を行う。 

④新耐震基準(※30)を満たしておらず耐震化することが求められている施

設、利用に著しい支障をきたしている箇所について、集会施設全体で群と

して優先順位を定めた上で、改修や改築を進めていく。また、他の施設と

の公平性や維持管理費の観点から過剰と思われる規模、仕様、設備等とな

っている場合は、改修の際などにそのあり方の見直しを行っていく。 

⑤公民館の改築・新築にあたっては、人口規模に応じた建設規模基準を設け

ている。この基準を超えた規模の公民館を設置する要望等がある場合には、

社会教育委員の審議を経て、公民館の規模を決定する。 

⑥中山間地域など人口減少が著しい地域における公民館等の改築に際して

は、空き家等の借上げ方式を検討する。 

⑦利用者の利便性向上に向け、地域で運営することにより、地域コミュニテ

ィとより密接な連携が図れると考えられる場合は、地元団体への管理運営

委託等、運営体制の見直しを行う。 
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１-２ 文化施設 

施設の状況と課題等 

①文化施設は富山市芸術文化ホール（オーバードホール）、市民プラザ、大

沢野文化会館、大久保ふれあいセンター、大山文化会館、八尾コミュニテ

ィセンター、婦中ふれあい館の 7 つのホール、富山市民芸術創造センター、

富山能楽堂、八尾コミュニティセンター分館（杉風荘）の 3 施設を対象と

する。 

②富山市芸術文化ホールは、定員 2,200 名の大規模なホールを有するなど、

富山県のみならず、日本海側の劇場を代表する芸術文化の発信拠点として

の役割を担っている。その他の 6 つのホールは、音楽や演劇等の鑑賞、研

修・集会、体育活動など、地域の文化活動の拠点として整備されている。 

③富山市民芸術創造センターは、音楽･演劇･舞踊･美術等市民の芸術文化活動

を活性化させるために、練習の場を提供する施設であり、富山市内のみな

らず、県内の芸術文化団体や、各種市民団体の練習の拠点としての役割を

担っている。 

④富山能楽堂は、能楽、狂言、邦楽、茶道等、我が国の優れた伝統芸術を継

承保存し、振興普及を図るために設置されている。 

⑤八尾コミュニティセンター分館・杉風荘は、短歌や俳句、茶道等の芸術文

化活動の場として設置されている。 

⑥文化施設は、その設置目的から音響や舞台照明等一般の公共施設には存在

しない特殊な設備を有し、経年に伴いこれらの更新が必要になってきた際

に多額の費用を要する。また、その一方で稼働率が低下していたり、定員

に対して十分な利用を充足しない使われ方が多いなど、資産の有効活用の

観点からの課題も存在する。 

⑦市の文化振興、文化を通じてのコミュニティ活動の拠点としての役割を果

たす上で一定の機能を維持することは重要であるが、県や民間施設の保有

する類似施設との機能代替や、他の市有施設への機能移転等の手法も用い

つつ、市として保有を継続するかについてそのあり方を検討していく必要

がある。 

 

方向性 

①富山市芸術文化ホールは、今後も市の中核的な文化施設としての役割を果

たしていくため、存続させることとする。あわせて定員に対する稼働率を

高める工夫を行う。 

②大沢野文化会館は、平成 28 年度末に廃止し、隣接の「大沢野生涯学習セ

ンター」や「大久保ふれあいセンター」を代替施設として利用する。 
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③大山文化会館は、施設の老朽化や耐震性の不足、利用率の低さなどから、

平成 30 年度末でホール棟は使用を廃止（図書館棟は使用を継続）するこ

ととしている。小規模な行事については近隣の代替施設を活用し、入場者

の多い演奏会等については、市内の他のホールを活用する方針である。ホ

ール棟は廃止前に大規模な修繕等が必要となった場合には、休止すること

もあり得るが、それまでの間は事業を継続する。 

④その他のホールは、その将来的な存続や規模のあり方について、地域のな

かでの役割、周辺の類似施設との連携等の視点から検討していくこととす

るが、稼働率の低下している施設は、廃止や民間への譲渡も視野に入れて

検討を行う。 

⑤継続して保有する施設については、中長期的な改修計画に基づき、施設及

び各種設備の劣化状況や利用頻度等も勘案し、適時適切な施設改修・設備

更新を実施する。特に舞台照明や音響機器など大きな費用を要する改修に

ついては、その費用対効果を慎重に検討して実施する。 

⑥演劇・能・茶道など特定の活動を行うことを主目的とする空間であっても、

利用されていない時間帯などに、集会やイベントなど当該目的以外の活動

も許可するなど、施設の稼働率の向上を図る工夫を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

２. 社会教育系施設 

２-１ 図書館 

施設の状況と課題等 

①図書館は 26 施設が整備されている。本館、とやま駅南図書館、こども図

書館の 3 館は市の中央に位置する施設である。本館は平成 27 年度に

TOYAMA キラリ内に移転開館した。このほか、地域館 6 館・分館 17 館

が所在する（うち福島分館は平成 27 年 10 月に廃止した）。地域館、分

館は公民館など地域のコミュニティ施設と複合化されている。 

②本館、とやま駅南図書館、こども図書館は築年数が浅く目立つ老朽化は見

られない。地域館、分館は昭和 50 年代に建設されたものが半数近くあり、

公民館等、入居している施設の建替えに合わせ、順次更新を行ってきてい

る。 

③図書館の間で書籍の相互融通を行ったり、移動図書館で施設等を巡回する

など、「みんなに本を地域に図書館を」の方針で事業を行っている。また、

一部の学校では、地域の図書館を学校図書館としても使用している。 

 

方向性 

①本館、とやま駅南図書館、こども図書館については、図書事業の中核拠点

として引き続き運営を継続する。 

②地域館・分館の将来的な存続や規模のあり方については、利用度並びに地

域バランス、地区センターや公民館、コミュニティセンター、学校図書館

等との連携等を踏まえ、適正配置に向けて検討するとともに、併設施設と

の関係性も考慮しながら、廃止や統合も視野に入れた見直しを行う。 

③存続することとなった図書館は、入居している地区センターや公民館等の

改修計画に基づき、適時適切な施設改修・設備更新を実施する。 
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２-２ 博物館等 

施設の状況と課題等 

①31 施設の博物館等が整備されている。文化財や遺跡、史跡を保存し展示す

るもの、科学や芸術の資料を保存展示するものなど多様な施設がある。 

②市内外の利用者の他、一部施設では小学校の学習にも使われている。 

③利用者数が少ない施設がある。企画展示の内容や、ガイドの内容、情報発

信の方法等を工夫することで、多額の費用をかけずに利用者増を図れる可

能性があり、各施設のノウハウの共有なども進め、工夫を行っていく必要

がある。 

④施設は老朽化が進んでおり、耐震性にも問題がある。 

⑤合併前に各地域で建設した施設がそのまま存在しており、施設数が多いこ

とから、専門の学芸員を館ごとに専任で配置することができない。 

 

方向性 

①利用の少ない施設については、文化や歴史の振興・保存の観点も踏まえつ

つ、廃止や他の施設との統合・複合化も視野に入れたあり方についての見

直しを行う。 

②利用者の安全性確保や長寿命化のための改修は計画的に実施していくこと

とする。またそれ以外の改修に際しては、展示内容の魅力の向上や利用増

につながるものであるかを勘案した上で、費用対効果をあげる投資として

いく必要がある。 

③入館料のあり方について検討を行う。利用者の利便性向上に向け、運営体

制の効率化について検討を行う。また、展示内容の見直しや季節による営

業体制の見直し等を検討する。 
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２-３ その他社会教育施設 

施設の状況と課題等 

①その他社会教育施設は、市民学習センターと大沢野生涯学習センターの 2

施設が整備されている。 

②市民学習センターは、民間からの借上げ施設である本館と、市が保有する

市民大学陶芸実習施設と市民学習センター分室で構成されている。市民に

生涯学習としての機会と場所を提供する施設であり、富山市民と富山市に

勤務先のある人を対象とし、利用者は公募で募集している。 

③大沢野生涯学習センターは、大沢野公民館と大沢野図書館が入居している

複合的な施設である。市民大学プラネット講座の受講者数は定員に満たな

いものが多く利用率向上に向けて対策を検討する必要性がある。 

④市民大学陶芸実習施設と大沢野生涯学習センターは、築年数が経過してい

ないため大きな劣化は見られないが、陶芸等を行うための機器の製品寿命

が短く定期的な改修が必要となっている。 

 

方向性 

①利用率を高めるための改善を行うが、将来にわたって改善が見込まれない

ことが予想される場合、また、市や民間の施設で機能を代替できると判断

された場合は、あり方についての見直しを行う。 

②利用者の安全性確保や長寿命化のための改修は計画的に実施していくこと

とする。 
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３. スポーツ・レクリエーション系施設 

３-１ スポーツ施設 

施設の状況と課題等 

①体育館が 17 施設（うち牧体育館は平成 28 年 3 月廃止）、武道館が 6 施

設（うち富山錬成館は平成 28 年 3 月廃止）、プールが 13 施設、野球場

が 2 施設、陸上競技場が１施設、その他スポーツ施設が 6 施設整備されて

いる。 

②昭和 40 年から 50 年代に建設された施設を中心に、老朽化が進んでおり、

利用者の安全性確保・機能性確保に支障が出ている場合、改修等が必要で

ある。 

③恒常的に利用率が低くなっている施設、土日やイベント時には稼働率が高

いものの平日はあまり利用されていない施設、季節に利用が集中する施設

などが存在し、期間、時間に関係なく稼働率を高めていく運営上の工夫が

望まれる。 

④民間が保有する施設や民間の事業と機能重複している施設が見られる。 

⑤受益者負担の観点から、利用料金のあり方について見直していく必要があ

る。 

 

方向性 

①利用率の低い施設は改善を行いつつ、将来にわたって改善が見込まれない

ことが予想される施設については、廃止・統合を行う。 

②特に、体育館については、(1)市内全域を対象とし、大規模なスポーツ大会

やイベント等が実施できる施設 (2)複数地域を対象とし、スポーツ大会が

実施できる施設 (3)地域を対象とし、サークルスポーツ活動が実施できる

施設 の３層構造に再編するとともに、(1)と(2)については、引き続き市所

有として存続させ、(3)については、老朽化にあわせて、そのあり方につい

ての見直しを行う。 

③民間で実施することができる施設や機能については、原則廃止することと

し、施設については、民間へ譲渡する。 

④利用形態や利用頻度を勘案し、改修等の優先順位付けを行い、中長期的な

改修計画を策定するとともに、利用者の安全性と利便等を考慮した適切な

施設改修・設備更新を実施する。 

⑤利用者の利便性向上に向け、予約方法や利用料金等の運営体制の見直しに

ついて検討を行う。 
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３-２ レクリエーション・観光施設 

施設の状況と課題等 

①観光施設が 24 施設、宿泊・入浴施設が 8 施設整備されている。 

②観光施設は、自然を活用したキャンプ場、農業体験の場、スキー場、公園

の展望・休憩施設、市の伝統文化を紹介する施設、道の駅など物産を販売

する施設等である。 

③比較的古くから整備されてきたため、建物の老朽化が進んでいるものが多

い。また、設置された当時と、利用ニーズが変化し、利用が少なくなって

いる施設も多く見られる。 

④宿泊・入浴施設は、健康増進や交流促進等の目的で設置され、入浴施設を

保有するものが大半である。老朽化に伴う施設リニューアルが課題になっ

ており、比較的新しい施設であっても入浴施設を保有するものは経年劣化

により配管やポンプ、ボイラーなどの改修に大きな更新費用を要するもの

も多い。 

 

方向性 

①収益性が高く、行政が運営をしなくても支障のない施設については、民間

に事業移管することを検討する。 

②観光施設は、他の分野に比べ、民間事業者が参入しやすい分野であり、民

間に積極的に事業移管を行う。なお、民間への事業移管が困難な施設のう

ち、行政目的の高い施設は、運営の効率化を進め、引き続き維持していく。

それ以外の施設については廃止を推進する。 

③宿泊・入浴施設は、民間への事業移管が困難なものは廃止する。廃止の際

には民間類似施設の利用補助を行うなど代替手段を検討する。 

④利用者の安全性の確保のための改修は実施していくが、利用者の利便性や

機能性を向上させるための改修については、利用ニーズを見定めた上で費

用対効果の高いものを中心に実施していく。 

⑤利用者の利便性向上に向け、条例等の改正を行い、利用料金や利用時間の

弾力化を行うとともに、民間のノウハウや経営手法を活用できるように運

営体制の見直しの検討をする。民間運営が可能な施設については、民間へ

の事業移管を積極的に推進する。 

⑥健康増進及び介護予防など社会的に今後重要となる機能を強化し、レクリ

エーション機能の縮小を図る。 
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４.  産業系施設 

施設の状況と課題等 

①会議や研修の場の提供、民間企業の育成支援や市民への産業体験を提供す

るための施設であり、20 施設が整備されている。各省庁の補助金を活用し

て整備されたものが多くなっている。 

②会議・研修を行う施設で最も大規模なものが、国際会議場である。平成 11

年に整備され、市内のみならず広域のコンベンション機能を担っている。

その他の会議・研修施設の中には稼働率が低下しているものが見られ、運

営の工夫とともにそのあり方を見直す必要がある。 

③民間企業への育成支援施設として、オフィスを提供するもの、実験や研究

などを支援するものがあるが、施設によっては空室が目立ったり、実験や

研究の委託の件数等が近年低迷している施設もあり、あり方を見直す必要

がある。 

 

方向性 

①利用率の低い施設は改善を行いつつ、現在の社会環境から見たニーズに合

わせた施設の普及促進を検討し、維持管理する。設置当初との社会環境の

変化から、時代のニーズに合わなくなった施設は更新を行わないこととす

る。 

②市の産業振興に資するため、今後も市が保有していく施設については、長

期的な改修計画を策定するとともに、利用者の安全性と利便性などを考慮

し適切な施設改修・設備更新を実施する。 

③利用者の利便性向上及び収益性の向上に向け、運営体制の見直しの検討を

する。 
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５. 学校教育施設 

５-１ 学校 

施設の状況と課題等 

①小学校は 65 施設、中学校は 26 施設が整備されている。１校当たりの延

べ床面積は小学校が 6,388.73 ㎡、中学校が 8,092.17 ㎡と市の保有する

公共施設の中では、大規模かつ保有総量が大きい。 

②保有面積のうち多くが高度成長期から安定成長期の児童生徒数の急激な増

大に合わせ整備されており、平均築年数は 30.9 年となっており、老朽化

が進んだ校舎が多く、対応が必要となっている。 

③耐震化工事や長寿命化させるための外壁、防水工事について、年間数校ず

つ計画的に実施しようとしているが進捗が遅れている。また教育環境を確

保するための内装、トイレ等の改修も十分に実施されているとはいえない。 

④児童生徒数がピーク時よりも大幅に減少しているにもかかわらず、校舎の

面積は概ねピーク時と同じである。当時と比較して少人数教育の導入や、

多様な学習環境の整備が必要になっているため一概には言い難いものの、

施設に一定のゆとりが存在すると考えられる。 

⑤校区によっては将来的に児童生徒数が大幅に減少し、小規模校となるもの

も存在する。その際は統合を検討することも必要となる。 

 

方向性 

①将来の人口推計からも、面積は維持又は縮小し、適正規模の学校に向け、

再編を検討する必要がある。大きく児童生徒数の減少が見込まれる施設に

ついては、文部科学省が平成 27 年 1 月 27 日に公表した「公立小学校・

中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」を踏まえ、再編に取組み、

規模の縮小や統合を積極的に進めることとする。 

②児童生徒数の減少やスペースの有効活用により、集会施設等の他用途との

複合化・多機能化を検討する。複合化・多機能化にあたっては児童生徒の

安全性を確保するとともに、教育活動の支障のない範囲で行うこととする。

また地域コミュニティの核としての学校の役割を鑑み、地域の方々の意見

もとり入れることとする。 

③安心・安全な教育環境の確保のため、引き続き、施設及び各種設備の劣化

状況により適時適切な施設改修・設備更新を実施する。施設の数が多いた

め、学校別に一律に実施するのではなく、対策が必要な棟について、何棟

かまとめて対策別の工事計画を定めることとする。 

④耐震化工事を最優先で実施する。老朽化したものについては、大規模改造

により長寿命化を図る。改築は基礎の劣化等により、大規模改造が困難な

場合のみ行う。 
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５-２ その他教育施設 

施設の状況と課題等 

①その他学校施設は、給食センターが 2 施設、教育センター、野外教育活動

センターである。 

②給食センターは、１９校の中学校と 1 校の小学校へ調理・配食を行ってい

る。 

③教育センターは、研修、調査研究、教育相談、視聴覚事業を行っている。 

④野外教育活動センターは、自然環境のなかでの集団生活を通じて、心身と

もに調和のとれた健全な少年の育成を図るため、平成 4 年に設置された。

児童生徒数の減少により、現状のままでは利用者の増加は見込めない。築

年数 24 年であり修繕更新の必要性が高くなっているため、平成 34 年度

までの修繕計画を作成している。 

 

方向性 

①市の教育を支える施設として引き続き維持管理を行う。ただし、野外教育

活動センターについては、文部科学省の学習指導要領にも掲げている「体

験活動の充実」という点を考慮しながら、そのあり方の見直しを行う。 

②利用者の安全、衛生環境の確保をするための改修工事を実施していく。 
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６. 子育て支援施設 

６-１ 幼保・こども園 

施設の状況と課題等 

①市の所有として、保育所が 42 施設、幼稚園が 10 園（上滝幼稚園は平成

28 年 3 月廃止）、認定こども園が 1 園整備されている。 

②市の直営以外にも保育所、認定こども園など民間で 52 の保育施設が存在

する。市全体として未就学児童数は減少傾向にあるが、入所希望児童は増

加傾向にあるため、保育ニーズの高い地域については、改築等の際に定員

増を図っている。引き続き、官民合わせて保育の量の拡充を図る必要があ

る。一方で、保育所の利用希望は地域による差も存在し、定員を上回って

児童を受け入れている施設もあれば、在籍児童数が定員を下回る施設も存

在する。 

③病児保育など、利用者ニーズを踏まえた取組み（保育所への看護師の配置、

看護師を配置した保育所への送迎サービス等）を進めていくことが必要で

ある。 

④市の保育所のうち、11 施設が建築年数 40 年以上となるなど、老朽化が進

んでおり、新耐震基準を満たしていない施設も存在する。利用者数の動態

を考慮し、改築、統廃合、大規模改修などの方針を検討する必要がある。 

⑤周辺の人口規模や入所状況などを勘案し、これまで 24 施設を民営化して

きたが、特別保育を充実するため、今後も引き続き民営化の可能性を検討

していく必要がある。 

⑥親子サークルや子育て支援センター、一時保育など、地域における子育て

支援の拠点ともなることから、統廃合や民営化を検討する際には、市内に

おける公立保育所の配置を考慮する必要がある。 

⑦幼稚園においては、富山市幼稚園適正配置計画に基づき、いくつかの幼稚

園を廃園としてきた。 

⑧幼稚園の多くで老朽化が進んでおり、耐震化、改修、事後保全的修繕で対

応している。 

⑨保育所、幼稚園、認定こども園については、改築時における他施設との複

合化や、他施設の空きスペースへの機能移転についても検討する必要があ

る。ただし民営化の対象となる可能性が高い施設については、複合施設と

することが民営化に支障をきたす可能性があるため、慎重に検討する必要

がある。 
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方向性 

①保育の効率的なサービス提供のため、中長期的な入所児童数の見込の把握

に努め、ニーズの高い地域では、改築等の際に定員増を図る一方、地域に

よっては、保育所の統廃合を検討していく必要がある。また、引き続き、

民営化を進めていく。 

②幼稚園については、私立幼稚園の配置状況や定員状況を勘案しながら、ニ

ーズを踏まえ、統合を進めていく。 

③入所希望児童が増加傾向にある地域や施設については、改築・改修時に定

員数を増やしていく。 
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６-２ 幼児・児童施設（児童館） 

施設の状況と課題等 

①児童館が 12 施設整備されている。 

②児童館は、児童の学習場所・遊び場所を提供するとともに、子育てを行っ

ている親への相談対応等を行っている。一部の児童館は、健全育成事業（学

童保育）の機能や子育て支援センターの機能を持っている。どの施設も中

学生までの児童を中心に一定の利用者が存在するが、新しい施設を除いて、

特に大きな変動はない。他施設との複合化については、具体的な計画はな

いが、改修・改築に際しては、複合化を検討する必要がある。 

③児童館においては、子育て支援センター事業や学童保育など、類似する事

業を異なる所管課（子育て支援センター事業は子育て支援課）が実施して

いる場合がある。現在も一部の児童館が子育て支援センターの機能を持っ

ているが、家庭児童相談課と子育て支援課等の連携を進め、組織横断的に

機能の一元化を含め、最適なサービスのあり方を検討していく必要がある。 

 

方向性 

①児童館については、利用圏域などを踏まえると、現在の施設数は維持する

ことが必要と考えられるが、利用者数等を勘案し、各施設の面積は維持又

は縮小し、効率化を図る。 
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７. 保健・福祉施設 

７-１ 高齢者福祉施設 

施設の状況と課題等 

①老人福祉センターと老人憩いの家等が 8 施設、慈光園、細入総合福祉セン

ターの 2 施設が整備されている。 

②老人福祉センターと老人憩いの家は、高齢者を対象に、入浴サービスや、

レクリエーションスペースの提供等を行っており、老人憩いの家は、老人

福祉センターと比べて小規模な施設となっている。いずれの施設も昭和 50

年前後に建築されており、老朽化が進んでいる。 

③老人福祉センターと老人憩いの家は、各施設の機能平準化を図っており、

各施設の周辺に居住している住民が主に利用している。 

④老人福祉センターと老人憩いの家は、いずれの施設も、指定管理者制度を

導入している。複数の施設を包括する形ではなく、各施設の単位で、指定

管理者を選定している。 

⑤入浴設備は、更新費用が高額なため、設備が劣化した際の対応について機

能廃止を含め早急に方針を決定する必要がある。 

⑥入浴機能については、類似の民間施設も存在するため、それらも考慮した

上で、サービス提供方法を含め、施設のあり方を検討する必要がある。 

⑦高齢者は増加傾向にあるが、利用者数はあまり増加していない。特定の利

用者・コミュニティが利用していることが多く、新しい利用者が入りにく

い状況も勘案し、新しい利用者がコミュニティに入りやすいように働きか

けることも必要と考えられる。 

⑧以前は無料だった利用料金の有料化の取組みを進めているが、受益者負担

の観点から引き続き利用料金のあり方について、検討していく必要がある。 

⑨指定管理者制度を導入しているが、事業を実施できる団体が限られている。

新規参入を促進するなど、競争環境を構築することも必要と考えられる。 

⑩高齢者福祉施設は、高齢者の自立支援や市民の交流を総合的に推進し、市

民の福祉及び健康の増進に資する施設である。高齢者への介護サービスを

行っているが利用者が少なく、利用率向上の検討を行う必要性がある。 

⑪設備などが老朽化していることから施設の機能内容など検討する必要性が

ある。 

 

方向性 

①老人福祉センター等は、当面は高齢者人口の増加が見込まれるが、平成 50

年代前半をピークに、高齢者人口も減少に転じることが予想されているこ

とや、高齢者のニーズも多様化してきていることなどを踏まえ、施設の更

新は行わないこととする。 
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②施設の見直し方針の検討中は、利用者の安全性と利便等を考慮した範囲内

で、適時適切な施設改修・設備更新を実施する。 

③利用者の利便性向上に向け、運営体制の見直しを検討するとともに、民間

のノウハウを活用しながら、サービス水準の向上や、運営の効率化を図る。 
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７-２ 障害福祉施設 

施設の状況と課題等 

①恵光学園、障害者福祉プラザ、富山市婦中生活介護事業所の 3 施設が整備

されている。 

②恵光学園は、知的障害を持つ未就学児を対象に、通園型で、集団生活に対

応するための訓練等を行っている。木造で約 20 年が経過しており、屋根

や床の老朽化が見られる。利用ニーズは高く、通所を待っている児童もい

る。県内でも類似施設は他に３施設（魚津市、南砺市、高岡市）しか存在

しない。総曲輪に建設予定の富山市まちなか総合ケアセンターへ機能を拡

充する。 

③障害者福祉プラザは、運動室、プール、デイサービス、通所作業センター、

生活介護事業所など、複数の機能を持ち、在宅の障害者を対象に、総合的

な福祉サービスを提供している。屋根などは一部老朽化が見られるが、現

時点では、施設機能を維持する上での問題は起こっていない。市内及び県

内において類似施設は存在しない。 

④富山市婦中生活介護事業所は、知的障害者の生活支援として、入浴等の介

護や各種訓練を行っている。平成 18 年度に建築されており、施設の大き

な劣化は見られない。 

 

方向性 

①類似施設が少ないことから、当面は、引き続き施設を運営していくが、民

営化が図れると判断できた場合は、実績のある社会福祉法人等への移管を

進めることとする。移管することが困難な施設は、計画的な修繕・改修に

より長寿命化を図る。 

②利用者の利便性向上に向け、民間のノウハウを活用しながら、専門職の安

定的な確保を含めサービス水準の向上や、運営の効率化を図る。 
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７-３ 児童福祉施設 

施設の状況と課題等 

①愛育園と和光寮の 2 施設が整備されている。 

②愛育園は、養護を必要とする児童（乳児を除く）のための福祉施設であり、

「慈光園」との隣接複合施設として、世代間交流を図っている。 

③施設に付設された体育館（多目的ホール）を開放し、園児と地域の方々が

楽しく触れあえる機会をつくり、地域交流の推進に努めている。 

④和光寮は、母子生活支援施設であり、社会的自立が困難な母子家庭が入所

により保護される施設である。入所後は、社会的な自立のために生活を支

援し、相談や援助を行う。平成 28 年に、愛育園に併設した。 

 

方向性 

①対象となる利用者を考慮すると、現在の施設数は維持することが必要と考

えられることから、存続させることとする。 

②中長期的な改修計画に基づき、適時適切な施設改修・設備更新を実施する。 
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７-４ 保健施設・医療施設  

施設の状況と課題等 

①富山市保健所、中央保健福祉センター、北保健福祉センター、大山保健福

祉センター（平成 28 年 4 月に移転）、西保健福祉センター、八尾健康福

祉総合センター、角川介護予防センター、富山市・医師会急患センター、

感染症病棟の 9 施設である。 

②昭和 40 年から 50 年代に建設された施設を中心に、老朽化が進んでおり、

利用者の安全性確保・機能性確保に支障が出ている場合、改修等の改善が

必要である。 

③富山市・医師会急患センター、感染症病棟は市の政策的な医療を支援する

施設として設置されている。 

④角川介護予防センターは、全国初の温泉水による多機能温泉プールを活用

して多様な介護予防プログラムを提供している施設である。事業内容を充

実させ、アクティブシニアなどの利用者の拡大を図る必要性がある。また、

施設は築 5 年しか経過していないが、温泉水を使用しているため配管劣化

が水道水に比べて早いため、計画的な修繕の実施により、施設機能維持を

する必要がある。 

 

方向性 

①合併前の旧市町村の枠組みを基本としていた保健福祉センターついて、将

来の世代別の人口推計を踏まえ、適正な規模や配置のあり方を検討し、検

診等は他の施設で実施するなど、必要なサービス機能を維持しながら再編

を進めることとする。 

②中長期的な改修計画に基づき、適時適切な施設改修・設備更新を実施する。 
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８. 行政系施設 

８-１ 庁舎等 

施設の状況と課題等 

①庁舎は本庁舎を始め 12 施設が整備されている。 

②本庁舎は、築 22 年経過しており、一部で老朽化が見られるため、平成 26

年度に保全計画を策定し、優先順位を定めメリハリをつけた改修工事を実

施している。 

③その他の庁舎は、住民への窓口サービスを実施しているほか、事務所とし

て使われており、合併前の役場庁舎を使っている施設が多く、多くの施設

は未耐震で老朽化が進んでいるほか、空き室が多くなっているものもある。 

 

方向性 

①本庁舎については、適切な改修を実施し、存続させる。 

②行政サービスセンター、中核型地区センターは、もともと合併前の旧町村

の本庁舎として利用されていた建物であり、比較的大きな施設である。合

併後の組織体制変更に伴い建物のスペースに余剰が発生しているものがあ

ることや施設自体の老朽化が進んでいることから、将来的には、適正な規

模の建物へと面積の縮減を図るとともに、市民の利便性を向上させるよう

複合化を図る。 
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８-２ 消防施設 

施設の状況と課題等 

①8 施設の消防署と 9 施設の出張所が整備されている。国の指針に則り、適

切な水準での消防力の確保が行われるように配置されている。 

②消防施設は、災害時の活動拠点として、どの施設よりも強靱でなければな

らないため、耐震性、防災性を引き続き維持していく。 

 

方向性 

①消防施設は、災害時において現場対応の拠点となるなど、重要な防災機能

を担っており、施設の改修や更新に合わせ、防災機能の強化を図る。特に

耐震不足の施設は優先的に改修・改築を進める。 

②市民の安心・安全に必要不可欠な施設であるため、必要な消防能力を維持

し、時代とともに変化する消防需要に的確に対応するとともに、より効率

的な施設のあり方を検討していく。 
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８-３ その他行政系施設 

施設の状況と課題等 

①対象となる施設は、斎場・納骨堂・霊園・死亡人安置室、エコタウン交流

推進センター、北部中継場（中継棟・管理棟）、環境センター、婦中環境

事務所である。 

②斎場は 4 か所で昭和 40 年代から 50 年代に建設された 3 施設の老朽化が

進んでいる。 

③エコタウン交流推進センターは、平成 16 年に建設され、延べ床面積は

1,155 ㎡である。富山市エコタウン産業団地内にあり、市民への環境教育

の場として、エコタウン内の見学受付、研修等を実施している。 

④環境センターは、市民から排出される一般廃棄物の収集基地であり、災害

時には災害ごみの収集拠点としても利用できる。 

⑤北部中継場は、北部地域の可燃ごみの中間処理施設であり、婦中環境事務

所は環境にかかる業務を行う事務所である。北部中継場と婦中環境事務所

は、老朽化が進んでおり、ごみ収集ルートの見直し、事務機能の統合を行

うこととし廃止が予定されている。 

 

方向性 

①現在の４斎場については、火葬件数に応じ、再編を検討する。 

②斎場については適時適切な施設改修・設備の更新を検討し、民間と機能が

重複する施設については廃止も検討する。 

③環境センターなどにおいては、ごみ収集業務の一定割合の直営維持を念頭

に置き、民間への委託を拡大し、施設の統合を進める。 
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９. 公営住宅 

施設の状況と課題等 

①平成 28 年 4 月 1 日現在、48 団地/4,761 戸を整備しており、その内訳

は、公営住宅 45 団地/4,370 戸、特定公共賃貸住宅団地 7 団地/105 戸

（うち、準特定優良賃貸住宅 2 団地/21 戸）、賃貸住宅 3 団地/274 戸、

地域特別賃貸住宅 1 団地/12 戸（うち、準特定優良賃貸住宅 6 戸）となっ

ている。また、公営住宅のうち、10 団地/257 戸は公民連携の新たな手法

（借上公営住宅等）にて供給している。 

②昭和 40 年代までは郊外での建設、昭和 50 年以降は市街化区域や用途指

定地域での建設が進み、平成元年以降は既存団地の建替えなどを実施して

いる。 

③公営住宅法により、耐用年数は 70 年と決められており、大規模修繕には

国の補助と起債にて対応している。 

④特に、外壁改修と屋上防水の大規模な修繕については計画的に実施してい

るが、設備機器類の修繕は事後保全としている。 

⑤旧耐震基準で建設された団地については、入居停止や建替え等の対策を実

施中である。 

⑥平成 18 年度に策定した「富山市公営住宅等整備計画(※31)」を概ね 5 年

ごとに見直すことにしており、直近では平成 25 年 3 月に見直しを実施し

た。 

 

方向性 

①原則として新たな団地の整備は行わないこととし、当面は世帯数が増加し

ていくため現状を維持していくが、将来的には世帯数の動向を踏まえつつ

戸数の調整を図っていく。 

②中長期的な改修計画に基づき、施設及び各種設備の劣化状況や利用頻度等

も勘案し、適時適切な施設改修・設備更新を実施する。 

③人口減少や高齢化、団地の立地条件などに基づく空き家数の増加予測を踏

まえ、耐用年数を迎えた施設については極力廃止に努めるとともに、廃止

を見込む施設の大規模な修繕については、慎重に判断していく。 

④施設の維持管理においては、委託の範囲拡大や包括委託の導入など費用の

縮減を検討していく。 
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１０. 市民病院 

施設の状況と課題等 

①昭和 58 年度に、移転改築された。 

②県立中央病院、富山赤十字病院、富山大学附属病院、済生会富山病院とと

もに地域医療の中核を担う病院となっている。 

③建物は新耐震基準を満たしているが、築 32 年が経過し、施設や設備等は

老朽化が進んでいる。また、医療技術の進歩や最新の知見に基づく施設管

理の考え方に対応するため、これまでに病棟改修や外来改修を実施してき

たが、対応されていない部門もある。 

④平成 22 年度から 27 年度の 6 か年については経常収支はプラスとなって

いるが、今後は、診療報酬の改定等により、経営が厳しい状況となること

も予想される。 

 

方向性 

①市内には中核病院が複数あるため、県が策定する地域医療構想も踏まえ、

本病院の役割を明確にしていく必要がある。 

②建物自体は当面は利用可能と思われるため、病院機能を維持・向上させて

いくための改修工事などを計画的に実施する一方で、地域での本病院の役

割や機能を踏まえて将来的な改築等を含めた病院のあり方を検討する。 

③大規模な改修や病院機能の向上にかかる整備を検討する際には、中長期的

な経営状況や病院のビジョンを踏まえ、費用対効果を十分に考慮する。 

④施設の性格上、設備機器の更新に多大な費用を要するが、医療機能の維持

における重要度に応じて、優先順位をつけながら整備を行っていく。 
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１１. 上水道・工業用水道・下水道 

施設の状況と課題等 

①上水道の基幹施設の多くは、経済成長期からの水需要に対応するため、集

中的に建設・整備されており、更新時期を迎えるものが多い。水道管は導

水管・送水管・配水管の別、材質の別ごとによる耐用年数に応じて着実に

更新を進めているが、今後は、人口減少や節水型機器の普及により給水量

が減ってくることが予想され、管径のダウンサイジングや管路の統廃合を

検討する必要がある。 

②浄水施設、配水池、ポンプ所等の施設は、法定耐用年数、重要度、老朽度

を考慮し、費用の平準化に努めて更新を計画的に進めている。 

③工業用水道は、昭和 34 年の給水開始以降、大規模な更新を行っていない

ため、施設総体の老朽化が顕著な状況にあり、対応を検討する必要がある。 

④下水道施設は、これまで市域の拡大や都市化の進展に合わせて、集中的に

整備を進めてきているが、今後、これらの施設が一斉に老朽化を迎えるこ

とから、対策に係る経費が集中しない様、計画的かつ効率的な調査・改築

を進めていく必要がある。 

⑤集落排水事業・地域し尿処理事業(※32)など他の汚水処理事業との一元化

も含め連携を強化していく必要がある。 

 

方向性 

①富山市上下水道事業中長期ビジョン(※33)に基づき、公営企業として将来

にわたり持続可能な事業経営を維持するため、アセットマネジメント(※

34)に取り組み、中長期的な視点に立った計画的、効率的な施設の整備、更

新を進める。 

②上水道は、浄水場の改築や老朽管の更新などの事業を着実に推進してきて

いるが、収益の減収が見込まれるため、各施設の整備規模を十分に精査し、

改築・更新を継続して計画的に進めていく。 

③工業用水道は、今後も低廉かつ安定的な工業用水供給を継続するために、

更新需要や財政収支の見通し、ユーザー企業との合意形成等、多面的に検

討していく。 

④下水道は、計画的な点検等により施設状況の正確な把握に努め、状況に応

じて予防保全型の維持管理・修繕等を効果的に実施し、施設の長寿命化を

図る。また、農業集落排水施設やし尿処理施設との連携を強化し、各地域

の特性に合わせた計画的・効率的な管理を推進する。 
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１２. 公園 

施設の状況と課題等 

①平成 28 年 3 月 31 日現在、1,048 か所の市公園があり、市全域を対象と

した、大規模な都市基幹公園（総合公園、運動公園等）や、近隣居住者を

対象とした中小規模の住区基幹公園（近隣公園、街区公園等）に区分され

る。最も小規模な公園である街区公園は 981 公園と多く、面積は 100 ㎡

～1ha まで幅広い。 

②街区公園は日常管理（草むしりなど）を地元に依頼し、公園面積に応じて

報償金を年間約 2,000 万円支払っている。フェンスや柱の破損、樹木の剪

定などは市が対応している。 

③近隣公園以上の規模の公園は造園事業者に管理を年間委託している。公園

の維持管理で最も費用がかかるのは樹木の管理である。遊具関係は耐用年

数を基本として更新する計画である。 

④建設当時と公園に対する市民のニーズも変化しており、維持管理の効率化

を図る必要がある。 

 

方向性 

①現状のまま維持することを基本としつつ、社会情勢の変化や必要性を考慮

した上で、機能や配置の再編について検討するとともに、公園施設の計画

的な管理を推進するため、長寿命化の方針を定める。 

②施設及び各種設備の劣化状況や利用頻度等も勘案し、優先順位付けを行っ

た上で適時適切な施設改修・設備更新を実施する。 

③避難場所として利用されることを考慮し、公園内に設置されている施設に

ついて、適切な点検及び維持管理による安全確保を図る。 

④指定管理者制度に基づいた業務の進捗管理や指定管理料の見直しなど、維

持管理・運営の改善や効率化を進める。 

⑤街区公園については、市民や地域団体等による清掃や除草など、市民との

連携による施設管理を今後も継続していくと共に、地域でより利用し易く、

管理し易い施設となるよう努めていく。 

⑥街区公園は地域コミュニティに必要な施設であるが、同一町内に複数ある

街区公園や利用頻度の極めて低い街区公園については、統廃合等も視野に

入れ、維持管理の効率化を図っていく。 
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１３. 道路・橋りょう 

施設の状況と課題等 

①市道延長は年々増加しており、平成 17 年度から 26 年度までの 10 年間

で約 109km 増加している。 

②市道の維持管理延長が増加する中、維持管理費は、ほぼ横ばいで推移して

おり、舗装や側溝等の老朽化に伴う舗装剥離や陥没の発生など、市民生活

への影響が懸念される。 

③降雪量の多い年には、除雪関連経費が道路維持更新費（橋りょう含む）の

約半分と大きな割合を占める。また、市道延長の伸びや除雪機械のリース

料等の固定費の増加など、除雪にかかる負担が増加している。さらに、オ

ペレーターの高齢化など人材確保の観点からも、今後、現在の除雪体制や

除雪レベルを維持することが困難になるものと懸念される。 

④橋りょうは約 2,200 橋存在し、高度経済成長期に集中的に整備された橋り

ょうが今後一斉に老朽化することから、適正な維持管理が困難になる恐れ

がある。 

⑤道路法の改正により、必要な知識及び技能を有する者による近接目視点検

を 5 年に 1 回の頻度で実施することが義務づけられたことから、今後はこ

れらの点検費用の増加も見込まれる。 

⑥財源だけでなく、橋りょうの維持管理に必要な人員や技術力が不足してお

り、全ての橋りょうに対して現在のサービスレベルを維持することは困難

である。 

方向性 

①市道や橋りょうは、沿道で土地利用がある限り廃止は困難であるが、今後

の人口減少社会にあって、人口が消滅し、将来にわたって沿道の土地利用

が見込めない地区が発生する事態が予想される中、その都度、地区の実態

に応じて削減やコスト縮減など、見直しを図る。 

②市道延長の増加を抑制し、持続可能な市道の整備・管理を行っていくこと

を目的に平成 26 年度に市道認定基準の見直しを行い、平成 27 年度より

運用を開始している。今後も市道の整備や管理のあり方を検討することに

より、真に必要な市道の整備や市道の管理コストの縮減など、持続可能な

市道の整備・管理の実現を目指す。 

③持続可能な橋りょうマネジメントの実現に向け、点検や診断、維持修繕等

の各業務の改善や効率化を図るとともに、橋りょうの社会的な位置づけや

構造特性、老朽化の状況、さらには社会経済情勢の変化を踏まえ、維持修

繕等の優先順位を明確にすることで、選択と集中による適正な維持管理・

更新を推進する。 
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１４. 農業集落排水処理施設 

施設の状況と課題等 

①農業集落排水事業は、農業用水路等の水質保全、農業施設の機能維持によ

り、農村の生活環境の改善を図り、あわせて、公共用水域の水質保全に寄

与するため、農業集落におけるし尿・生活排水などの汚水を処理する施設

の整備・改築を行い、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成

に資することを目的としている。また、汚泥の一部は再利用されており、

環境への負荷の少ない循環型社会への構築に貢献している。 

②全 54 施設は富山市全域に点在しており、処理施設は 51 施設、残り 3 施

設は「公共下水道」に接続されている。 

③『富山県域下水道化新世紀構想(※35)』において施設の統廃合計画が進め

られており、上下水道局と協議を進めている。 

④処理施設等の規格が多種多様であり、施設の特性にあった維持管理が必要

で、施設個々の維持管理には、専門知識を有した人材及び維持管理機器等

が必要となっている。近年では、施設の老朽化が進み、突発的修繕及び緊

急対応が増えていることから、修繕費用等の財源確保に苦慮している。 

 

方向性 

①施設の合理化と効率化を図るため、下水道施設を運用・所管している 3 部

局（上下水道局・農林水産部・環境部）で、維持管理費の縮減が見込める

地区において施設の統廃合を念頭に置いた協議等を行い、段階的に公共下

水道への接続を進める。 

②今後、新規整備は行わない。 

③特に中山間地域に点在している等、公共下水道への接続が困難な施設にお

いては、適切かつ効果的な修繕・更新業務を実施するなど、適正な維持管

理に努める。 
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１５. 軌道 

施設の状況と課題等 

①軌道は、平成２１年に富山都心線 940ｍ、平成２７年に富山駅南北接続線

160ｍを整備し、平成２７年 12 月に富山港線 1,100ｍを富山ライトレー

ル㈱から譲り受け、現在 2,200ｍを保有している。 

②富山港線は、整備後１０年を経過し、信号施設等の電子部品に不具合等が

発生してきており、消耗部品の交換やオーバーホール(※36)の時期を迎え

つつある。 

③富山都心線、富山駅南北接続線は比較的新しい施設であるため、老朽化に

よる不具合等の問題は発生していないが、今後は経年劣化により富山港線

と同様に不具合の発生が予想される。 

④土木構造物については、軌道の狂いが少ない樹脂固定軌道を採用するなど

メンテナンスに労力のかからない構造を採用しており、不具合は少ない。 

⑤日常の維持管理業務については、法令に従い整備心得を定め、定期点検を

着実に実施している。 

⑥インフラの長寿命化に向けた行動計画については、同種、類似の計画をも

って策定に換えている。 

 

方向性 

①行動計画の策定に換えている同種、類似の計画については、施設を整備し

た時期に策定されたものであり、内容を精査した上で現在の状況に即した

行動計画を新たに策定する。 

②新たに策定する行動計画のなかで、定期点検、消耗品の交換、オーバーホ

ール、更新の時期、予算を明らかにし、計画的な予算の確保、予算の平準

化を図る。 

③これまでどおり、定期点検を着実に遂行し、予防保全に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

１６. その他インフラ施設 

施設の状況と課題等 

①農道は 58 路線、延長 33,338m 及び橋りょう（15ｍ以上）2 橋を管理し

ている。 

②林道は 93 路線、延長 264,220ｍ及び橋りょう（15ｍ以上）16 橋、ト

ンネル 7 本を保有・管理している。なお、橋りょう（16 橋）及びトンネ

ル（2 本）は、平成 25 年度に点検・診断を実施したが、補修計画は未策

定となっている。 

③漁港は、四方漁港、水橋漁港の 2 施設で、両漁港とも「漁港漁場整備法」

に基づき、漁港の指定及び漁港管理者の指定が行われている。両漁港とも

漁港海岸を保有・管理している。 

④農村公園は、八尾地域４、婦中地域６、細入地域２の１２公園を管理して

いるが、地域性等により、それぞれ保有者や日常的な管理の体制が異なっ

ている。 

 

方向性 

①農道については、市道に準じた日常的なパトロールや点検を実施するとと

もに、点検等の結果を踏まえ、舗装や工作物の老朽化対策を中心として計

画的な維持管理に努め、安全確保、構造物の長寿命化を目指す。 

②林道については、定期的な点検等を通じて把握された劣化・損傷の状況を

踏まえ、将来必要となる維持管理・更新等に係るコストの全体像を見通し

ながら優先順位を検討し、計画的な工事を実施し、安全確保、構造物の長

寿命化を目指す。 

③漁港について、平成２４年度に策定した「水産物供給基盤機能保全事業基

本計画」に基づき、ストックマネジメントにかかる５０年間の長寿命化・

保全工事を継続的に実施していく。 

④農村公園については、各施設の地域性や設置環境に応じて、今後、中長期

的に管理体制を都市公園と一元化することを目指す。なお、農村公園とし

て管理するものについては、土地改良区・地元等への移管に向けた協議を

行い、あり方の見直しを行う。 

 



 

 


